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◇大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例 

１ 理由  

少子高齢化の影響等により人材確保が困難な状況において、地方公共団体に求められる行政需

要の多様化・高度化に対応するため、行政サービスの充実、職員の資質の向上等を目的として、

高度な専門性を有する職員やその他の本格的業務を担う者の任期を定めて活用する「任期付職員

制度」を創設するものです。 

２ 内容 

３ 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正 

７ 職員等の旅費に関する条例の一部改正 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

 

◇大和高田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

１ 理由 

地方公務員の育児休業等に関する法律の改正により、非常勤職員の育児休業について、特別の

事情がある場合には例外的に２歳に達するまで休業できるよう措置されたこと及び大和高田市

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例が新たに制定されることに伴い、所要の

規定整備を行うものです。 

２ 内容 

  ・育児休業をすることができない職員の範囲に、介護休暇又は部分休業をする職員の代替職員と

して採用する任期付短時間勤務職員を加えます。（第２条関係） 

・非常勤職員の子について、１歳６か月到達日後２歳に達する日までの育児休業が特に必要と認

められる条件を定めます。（第２条の４関係） 

３ 施行期日 

   公布の日 

 

◇大和高田市地域包括支援センターの事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例 

１ 理由 

介護保険法施行規則の一部改正により、主任介護支援専門員の資格に更新制度が導入されたこ

  ○条例案の骨子 

・第１条 趣旨 

・第２条～第３条 職員の任期を定めた採用 

・第４条 短時間勤務職員の任期を定めた採用 

・第５条～第６条 任期の特例 

・第７条 特定任期付職員の給与に関する特例 

・第８条 特定任期付職員に対する給与条例等の適用除外等 

・第９条 委任 

〇附則 

４ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正 

５ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正 

６ 大和高田市職員の退職手当に関する条例の一部改正 

公布された条例のあらまし 
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とを受け、引用する条文について所要の改正を行うものです。 

２ 内容 

  ・地域包括支援センターに配置する主任介護支援専門員の基準として、「主任介護支援専門員研修」

の修了後５年を経過する日までに、「主任介護支援専門員更新研修」を修了したことを追加します。

（第３条関係） 

・平成２６年度以前に主任介護支援専門員研修を修了している者が主任介護支援専門員更新研修を

修了することについて、経過措置を設けます。（附則第２項から第４項関係） 

３ 施行期日 

   公布の日 

 

◇大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例 

１ 理由 

 特別職の職員の給与に関する法律の一部改正案が閣議決定され、国会での成立が見込まれるた

め、議員の期末手当の額を改定するものです。 

２ 内容 

  ・大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正（第１条関係） 

   議員の平成２９年１２月期の期末手当の支給割合について引上げ改定を行います。（第５条関

係） 

  ○期末手当の支給割合の改定 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 1.525月 1.525月 0.00月 

12月期 1.675月 1.725月 0.05月 

計  3.20月 3.25月 0.05月 

・大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正（第２条関係） 

  議員の平成３０年６月期以降の期末手当の支給割合について改定を行います。（第５条関係） 

  ○期末手当の支給割合の改定 

 改正前 改正後 改定の内容 

６月期 1.525月 1.55月   0.025月 

12月期 1.725月 1.7月 ▲0.025月 

計 3.25月  3.25月   0.00月 

３ 施行期日 

  ・第２条の規定  平成３０年４月１日 

  ・公布の日から施行し、平成２９年４月１日から適用（第１条の規定） 

 

◇特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 

１ 理由 

 特別職の職員の給与に関する法律の一部改正案が閣議決定され、国会での成立が見込まれるた

め、特別職の期末手当の支給割合を改定するものです。 

２ 内容 

  ・特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正（第１条関係） 

  特別職の平成２９年１２月期の期末手当の支給割合について引上げ改定を行います。（第６条関

係） 

 ○期末手当の支給割合の改定 

 現行 改正後 改定の内容 
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６月期 1.55月 1.55月 0.00月 

12月期 1.7月 1.75月 0.05月 

計 3.25月 3.3月 0.05月 

 

・特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正（第２条関係） 

  特別職の平成３０年６月期以降の期末手当の支給割合について改定を行います。（第６条関係） 

 ○期末手当の支給割合の改定 

 

 

 

 

３ 施行期日 

  ・第２条の規定  平成３０年４月１日 

  ・公布の日から施行し、平成２９年４月１日から適用（第１条の規定） 

 

◇一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

１ 理由 

 人事院勧告に基づく一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正案が閣議決定され、国会で

の成立が見込まれるため、本市の一般職の職員の給与等を改定するものです。 

２ 内容 

（１）一般職の職員の給与に関する条例の一部改正（第１条関係） 

・全ての給料表について、給料表の引上げを行います。（別表第１から別表第３関係） 

・平成２９年１２月期の勤勉手当の支給割合について０．１月分（再任用職員においては０．０５月

分）引上げを行います。（第１８条関係） 

一般職員 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 
期末手当 1.225月 1.225月 0.00月 

支給済み 
勤勉手当 0.85月 0.85月 0.00月 

12月期 
期末手当 1.375月 1.375月 0.00月 

計 0.1月 
勤勉手当 0.85月 0.95月 0.1月 

計 4.3月 4.4月 0.1月  

再任用職員 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 
期末手当 0.65月 0.65月 0.00月 

支給済み 
勤勉手当 0.4月 0.4月 0.00月 

12月期 
期末手当 0.8月 0.8月 0.00月 

計 0.05月 
勤勉手当 0.4月 0.45月 0.05月 

計 2.25月 2.3月 0.05月  

（２）一般職の職員の給与に関する条例の一部改正（第２条関係） 

・平成３０年６月期以降の勤勉手当の支給割合について、改定を行います。（第１８条関係） 

一般職員 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 1.55月 1.575月   0.025月 

12月期 1.75月 1.725月 ▲0.025月 

計 3.3月  3.3月   0.00月 
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 現行 改正後 改定の内容 

６月期 
期末手当 1.225月 1.225月 0.00月 

計 0.05月 
勤勉手当 0.85月 0.9月 0.05月 

12月期 
期末手当 1.375月 1.375月 0.00月 

計▲0.05月 
勤勉手当 0.95月 0.9月 ▲0.05月 

計 4.4月 4.4月 0.00月  

再任用職員 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 
期末手当 0.65月 0.65月 0.00月 

計 0.025月 
勤勉手当 0.4月 0.425月 0.025月 

12月期 
期末手当 0.8月 0.8月 0.00月 

計▲0.025月 
勤勉手当 0.45月 0.425月 ▲0.025月 

計 2.3月 2.3月 0.00月  

３ 施行期日 

  ・平成３０年４月１日（第２条の規定） 

  ・公布の日から施行し、平成２９年４月１日から適用（第１条の規定） 

 

◇大和高田市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 

１ 理由 

 国家公務員の退職給付の額を民間における給付水準程度まで引き下げることを目的とする国家

公務員退職手当法の一部改正に鑑み、本市における退職給付の額を改正するため、所要の規定整

備を行うものです。 

２ 内容 

   退職手当の基本額を算出する際、その算出基礎となる金額に乗じる割合（官民均衡を図るため

の調整率）を、１００分の８７から１００分の８３．７に引き下げます。 

３ 施行期日 

   平成３０年１月１日 

 

 

 

条例第１７号 

 大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例をここに公布する。 

  平成２９年１２月７日   

大和高田市長  吉 田 誠 克   

大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例 

（趣旨）  

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４

８号。以下「法」という。）第３条第１項及び第２項、第４条、第５条、第６条第２項並びに第７

条第１項及び第２項並びに地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第５項及び地方公

営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３８条第４項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用

及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。 

条 例 
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（職員の任期を定めた採用） 

第２条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度

の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務

に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。 

２ 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必

要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであ

って、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要

であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。 

（１） 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識

経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を現に在職する職員のうち

から確保することが一定の期間困難である場合 

（２） 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知

識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識

経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合 

（３） 当該専門的な知識経験を有する職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させる必要

があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職

員を現に在職する職員のうちから確保することが一定の期間困難である場合 

（４） 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要と

するものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用する

ことができる期間が一定の期間に限られる場合 

第３条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務

の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。 

（１） 一定の期間内に終了することが見込まれる業務 

（２） 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務 

２ 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいず

れかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させること

が公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができ

る。 

（短時間勤務職員の任期を定めた採用） 

第４条 任命権者は、短時間勤務職員（地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職

を占める職員をいう。以下同じ。）を前条第１項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが

公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用する

ことができる。 

２ 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、

その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若

しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係

る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員

を任期を定めて採用することができる。 

３ 任命権者は、前２項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について

短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認め

る場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。 

（１） 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第５号）第１７条第１項に規定する

介護休暇の承認 

（２） 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１９条第１項の規定

による承認 
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（任期の特例） 

第５条 法第６条第２項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

（１） 第３条第１項第１号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延

期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用され

た職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第３条又は前条の規定により

任期を定めて採用した趣旨に反しない場合 

（２） 第３条第１項各号に掲げる業務に係る期間が同条又は前条の規定により任期を定めて採用

しようとするときから３年を超えることがあらかじめ見込まれる場合 

 （任期の更新） 

第６条 任命権者は、第２条第１項又は第２項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が５

年に満たない場合にあっては、採用した日から５年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職

員の同意を得て、その任期を更新することができる。 

２ 任命権者は、第３条又は第４条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の

任期が３年（前条各号に該当する場合にあっては５年。以下この項において同じ。）に満たない場

合にあっては、採用した日から３年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員又は短時間勤

務職員の同意を得て、その任期を更新することができる。 

（特定任期付職員の給与に関する特例） 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特定任期付職員」という。）

には、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額 

１ ３７２，０００円 

２ ４２０，０００円 

３ ４７１，０００円 

４ ５３２，０００円 

５ ６０７，０００円 

６ ７０９，０００円 

７ ８２９，０００円 

２ 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基

準に従い決定する。 

３ 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定

めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することがで

きる。 

（特定任期付職員に対する給与条例等の適用除外等） 

第８条 次に掲げる条例の規定は、特定任期付職員には適用しない。 

（１） 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第６３号。以下「給与条例」という。）

第３条、第４条、第７条、第７条の２、第８条、第１０条から第１２条まで、第１５条、第１８

条及び第１８条の２の規定 

（２） 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年条例第２４号。以下「企業職員

給与条例」という。）第３条から第６条まで、第６条の３、第９条から第１１条まで及び第１４

条の規定 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条第１項、第１５条の２第１項及び第１７条第２項の規定

の適用については、給与条例第２条第１項中「及び義務教育等教員特別手当」とあるのは「、義務

教育等教員特別手当及び大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成

２９年条例第１７号）第７条第３項の特定任期付職員業績手当」と、給与条例第１５条の２第１項

中「前条に規定する市長が規則で定める職にある職員」とあるのは「大和高田市一般職の任期付職

員の採用及び給与の特例に関する条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と、
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給与条例第１７条第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の１２２．５、１２月に支

給する場合においては１００分の１３７．５」とあるのは「１００分の１６２．５」とする。 

３ 特定任期付職員に対する企業職員給与条例第２条第３項及び第１２条の２の規定の適用について

は、企業職員給与条例第２条第３項中「管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居

手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管

理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当」とあるのは「地域手当、通勤手当、特殊

勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、退職手当及び大和高田市一般職の任期

付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２９年条例第１７号）第７条第３項の特定任期付

職員業績手当」と、企業職員給与条例第１２条の２中「第４条の規定に基づき管理者が指定する職

にある職員」とあるのは「大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第２

条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第２条から第４条までの規定により職員を採用するための手続は、この条例の施行の日前におい

ても行うことができる。 

 （一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

３ 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第６３号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「臨時又は非常勤の職員（法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占

める職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）を除く。）」を「第１９条の３に規定する職員」

に、「すべて」を「全て」に改め、同条第４項中「すべて」を「全て」に改める。 

  第４条第１項中「規定する短時間勤務職員」の次に「又は大和高田市一般職の任期付職員の採用

及び給与の特例に関する条例（平成２９年条例第１７号）第４条の規定により採用された職員」を

加え、「任期付育児短時間勤務」を「任期付短時間勤務」に改め、同条第２項及び第４項中「任期

付育児短時間勤務」を「任期付短時間勤務」に改める。 

  第４条の２中「再任用短時間勤務職員」を「再任用職員で法第２８条の５第１項に規定する短時

間勤務の職を占めるもの（以下「再任用短時間勤務職員」という。）」に、「この」を「同項の」に

改める。 

  第８条の２第２項第２号及び第１０条第１項中「任期付育児短時間勤務」を「任期付短時間勤務」

に改める。 

  第１９条の２及び第１９条の３中「任期付育児短時間勤務」を「任期付短時間勤務」に改める。 

 （企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

４ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年条例第２４号）の一部を次のように改

正する。 

  第１９条の見出し中「再任用職員」を「再任用職員等」に改め、同条中「又は」を「若しくは」

に改め、「第２項」の次に「、地方公務員の育児休業等に関する法律第１８条第１項又は大和高田

市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２９）年条例第１７号）第４条」

を加える。 

（職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

５ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３項中「第２８条の５第１項」を「同法第２８条の５第１項」に改め、同条第４項中「第

１８条第１項」の次に「又は大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平
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成２９年条例第１７号）第４条」を加える。 

  第４条第２項中「再任用短時間職員」を「再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第１９条中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。 

（大和高田市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

６ 大和高田市職員の退職手当に関する条例（昭和３３年条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

  第２条中「又は地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１８条第１

項」を「、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１８条第１項又は

大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２９年条例第１７号）第

４条」に改める。 

（職員等の旅費に関する条例の一部改正） 

７ 職員等の旅費に関する条例（昭和２７年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

  別表中 

 「 

 

                     」を 

 「 

 

 

 」 

に改め、同表に備考として次のように加える。 

 備考 

 １ この表において「行政職給料表」「教育職給料表」「医療職給料表」とは、一般職の職員の給与

に関する条例（昭和３２年条例第６３号）第３条第１項の各給料表をいう。 

 ２ この表において「特定任期付職員給料表」とは、大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給

与の特例に関する条例（平成２９年条例第１７号）第７条第１項の給料表をいう。 

 

条例第１８号 

大和高田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年１２月７日  

大和高田市長  吉 田 誠 克   

大和高田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 大和高田市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３号ア（イ）中「第２条の３第３号において」を「以下」に改め、「いう。）」の次に「（第

２条の４の規定に該当する場合にあっては、２歳に達する日）」を加え、同号を同条第４号とし、同

条第２号の次に次の１号を加える。 

（３） 大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２９年条例第１

８号）第４条第３項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員 

 第２条の３第２号中「この条」の次に「及び次条」を加える。 

 第２条の４を第２条の５とし、第２条の３の次に次の１条を加える。 

 （育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月から２歳に達するまでの子

を養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該子の１歳６か月到達日後の

期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業を

している非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採

医療職給料表（３） ６級 ５級 

医療職給料表（３） ６級 ５級 

特定任期付職員給料表 同表の適用を受ける職員 
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用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期

間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するときとする。 

（１） 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日において育児休業をしてい

る場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳６か月到達日において地方等育児休業をし

ている場合 

（２） 当該子の１歳６か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために

特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合 

 第３条第７号中「こと」の次に「又は第２条の４の規定に該当すること」を加える。 

 第１８条中「任用」を「任期」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

条例第１９号 

大和高田市地域包括支援センターの事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

  平成２９年１２月７日  

大和高田市長  吉 田 誠 克   

大和高田市地域包括支援センターの事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正す

る条例 

 大和高田市地域包括支援センターの事業の人員及び運営の基準に関する条例（平成２６年条例第２

５号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項第３号中「主任介護支援専門員（」の次に「介護支援専門員であって、」を加え、「第

１４０条の６８第１項」を「第１４０条の６８第１項第１号」に改め、「した者」の次に「（当該研修

を修了した日（以下この号において「修了日」という。）から起算して５年を経過した者にあっては、

修了日から起算して５年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第２号に規定する主任

介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。）」を加える。 

附 則  

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２６年度までに主任介護支援専門員研修（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６

号）第１４０条の６８第１項第１号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下同じ。）を修

了した者（以下「平成２６年度以前修了者」という。）に係る最初の主任介護支援専門員更新研修

（この条例による改正後の大和高田市地域包括支援センターの事業の人員及び運営の基準に関す

る条例（以下「新条例」という。）第３条第１項第３号の規定により、同号に規定する修了日から

起算して５年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修

（同令第１４０条の６８第１項第２号に規定する主任介護支援専門員更新研修をいう。以下同じ。）

のうち最初のものをいう。以下同じ。）については、新条例第３条第１項第３号の規定にかかわら

ず、平成３１年３月３１日（平成２４年度から平成２６年度までに主任介護支援専門員研修を修了

した者にあっては、平成３２年３月３１日）までに修了した場合には、同号に規定する日までの間

に修了したものとみなす。 

３ 前項の規定により新条例第３条第１項第３号に規定する日までの間に最初の主任介護支援専門員

更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修以外の主任介

護支援専門員更新研修については、同号に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修

を修了した日とする。 



平成３０年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第３４８号 

 12 

４ 前項の規定は、平成２６年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日か

ら起算して５年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了

しないことにより、新条例第３条第１項第３号に規定する主任介護支援専門員に該当しないことと

なった場合には適用しない。 

 

条例第２０号 

大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

平成２９年１２月７日  

大和高田市長  吉 田 誠 克   

大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平成２０年条例第２

９号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「にあっては」を「には」に、「１００分の１６７.５」を「１００分の１７２.

５」に改める。 

第２条 大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改

正する。 

第５条第２項中「１００分の１５２.５」を「１００分の１５５」に、「１００分の１７２.５」を

「１００分の１７０」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３０年４月１日から施行す

る。 

２ 第１条の規定による改正後の大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例（次項において「新条例」という。）の規定は、平成２９年１２月１日から適用する。 

 （期末手当の内払） 

３ 新条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の大和高田市議会議員の議

員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規

定による期末手当の内払とみなす。 

 

条例第２１号 

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２９年１２月７日  

大和高田市長  吉 田 誠 克   

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和３４年条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６条ただし書中「１００分の１７０」を「１００分の１７５」に改める。 

第２条 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第６条ただし書中「１００分の１５５」を「１００分の１５７．５」に、「１００分の１７５」を

「１００分の１７２．５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３０年４月１日から施行す

る。 
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２ 第１条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（次項において「新

条例」という。）の規定は、平成２９年１２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 新条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のも

のの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみな

す。 

 

条例第２２号 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２９年１２月７日  

大和高田市長  吉 田 誠 克   

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 （一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第６３号）の一部を次のように改正する。 

  第１８条第２項第１号中「１００分の８５」を「、６月に支給する場合には１００分の８５、１

２月に支給する場合には１００分の９５」に改め、同項第２号中「１００分の４０」を「、６月に

支給する場合には１００分の４０、１２月に支給する場合には１００分の４５」に改める。 

  別表第１から別表第３までを次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

行政職給料表 

職員の

区分 

職務

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

 

再 任 用

職 員 以

外 の 職

員 

  円 円 円 円 円 円 円 

１ 142,600 192,700 228,900 262,000 288,000 318,500 362,300 

２ 143,700 194,500 230,500 263,900 290,200 320,700 364,900 

３ 144,900 196,300 232,000 265,700 292,500 323,000 367,400 

４ 146,000 198,100 233,600 267,800 294,600 325,200 370,000 

 ５ 147,100 199,700 235,100 269,600 296,600 327,400 371,900 

 ６ 148,200 201,500 236,800 271,500 298,900 329,400 374,400 

 ７ 149,300 203,300 238,300 273,400 301,200 331,600 376,700 

 ８ 150,400 205,100 239,900 275,500 303,400 333,800 379,200 

 ９ 151,500 206,800 241,200 277,600 305,400 335,800 381,700 

 10 152,900 208,600 242,700 279,600 307,700 338,000 384,400 

 11 154,200 210,400 244,300 281,700 309,900 340,000 387,000 

 12 155,500 212,200 245,700 283,700 312,200 342,200 389,700 

 13 156,800 213,600 247,200 285,700 314,300 344,000 392,100 

 14 158,300 215,400 248,700 287,800 316,400 346,000 394,400 

 15 159,800 217,100 250,000 289,800 318,600 348,100 396,600 

 16 161,400 218,900 251,400 291,800 320,700 350,100 399,000 

 17 162,700 220,600 252,900 293,700 322,700 351,800 400,800 

 18 164,200 222,300 254,600 295,700 324,700 353,800 402,800 

 19 165,700 223,900 256,300 297,800 326,700 355,600 404,700 

 20 167,200 225,500 258,100 299,800 328,700 357,500 406,500 

 21 168,600 227,000 259,700 301,800 330,500 359,500 408,400 

 22 171,300 228,700 261,500 303,900 332,600 361,400 410,200 

 23 173,900 230,300 263,200 305,900 334,600 363,400 412,000 

 24 176,500 231,900 264,900 308,000 336,700 365,300 413,900 
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 25 179,200 233,100 266,900 309,700 338,100 367,300 415,700 

 26 180,900 234,600 268,800 311,800 340,000 369,200 417,200 

 27 182,600 236,000 270,600 313,800 341,900 371,200 418,700 

 28 184,300 237,300 272,400 315,800 343,800 373,200 420,300 

 29 185,800 238,600 274,100 317,600 345,500 374,700 421,900 

 30 187,600 239,800 276,000 319,600 347,400 376,500 423,200 

 31 189,400 240,800 277,900 321,700 349,300 378,300 424,500 

 32 191,100 242,000 279,600 323,800 351,100 379,900 425,700 

 33 192,700 243,300 281,200 325,100 353,000 381,700 426,900 

 34 194,200 244,500 283,100 327,100 354,800 383,100 428,200 

 35 195,700 245,700 284,900 329,000 356,600 384,600 429,500 

 36 197,200 247,000 286,800 331,100 358,300 386,200 430,700 

 37 198,500 247,900 288,400 333,000 359,700 387,600 431,900 

 38 199,800 249,300 290,100 334,900 361,000 388,800 432,700 

 39 201,100 250,700 291,900 336,900 362,400 390,000 433,500 

 40 202,400 252,200 293,700 338,800 363,800 391,100 434,300 

 41 203,700 253,600 295,300 340,700 365,100 392,200 434,900 

 42 205,000 255,000 297,000 342,600 366,000 393,400 435,600 

 43 206,300 256,400 298,500 344,400 367,100 394,600 436,300 

 44 207,600 257,700 300,100 346,300 368,200 395,700 437,000 

 45 208,800 258,900 301,700 347,800 369,000 396,400 437,800 

 46 210,100 260,200 303,400 349,200 369,900 397,100 438,600 

 47 211,400 261,600 305,000 350,700 370,800 397,800 439,000 

 48 212,700 262,900 306,700 352,200 371,700 398,500 439,700 

 49 213,800 264,100 307,700 353,800 372,600 399,100 440,200 

 50 214,900 265,200 309,200 354,600 373,400 399,700 440,600 

 51 215,900 266,500 310,700 355,800 374,200 400,200 441,000 

 52 217,000 267,800 312,300 356,800 375,000 400,600 441,400 

 53 218,100 268,800 313,900 357,700 375,700 401,000 441,800 

 54 219,100 269,900 315,500 358,800 376,400 401,300 442,200 

 55 220,000 271,200 317,100 359,700 377,100 401,600 442,600 

 56 221,000 272,500 318,600 360,800 377,800 401,900 442,900 

 57 221,500 273,500 320,100 361,700 378,300 402,200 443,200 

 58 222,400 274,500 321,300 362,400 378,900 402,500 443,600 

 59 223,200 275,400 322,500 363,100 379,500 402,800 443,900 

 60 224,100 276,500 323,700 363,800 380,200 403,100 444,200 

 

61 224,800 277,600 324,400 364,200 380,600 403,400 444,500 

62 225,800 278,600 325,300 364,800 381,300 403,700  

63 226,600 279,500 326,100 365,500 381,900 404,000  

64 227,500 280,500 326,900 366,200 382,500 404,300  

65 228,200 281,100 327,800 366,500 382,900 404,600  

66 229,000 282,000 328,200 367,200 383,500 404,900  

67 229,900 282,700 328,900 367,900 384,100 405,200  

68 231,000 283,600 329,700 368,600 384,700 405,500  

69 231,700 284,600 330,500 368,900 385,100 405,700  

 70 232,400 285,400 331,200 369,500 385,600 406,000  

 71 233,000 286,200 331,900 370,200 386,100 406,300  

 72 233,800 287,000 332,600 370,800 386,700 406,600  

 73 234,600 287,800 333,100 371,100 387,000 406,800  

 74 235,300 288,300 333,700 371,700 387,400 407,100  



平成３０年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第３４８号 

 15 

 75 236,000 288,700 334,200 372,400 387,800 407,400  

 76 236,600 289,200 334,800 373,000 388,200 407,600  

 77 237,300 289,300 335,100 373,400 388,500 407,800  

 78 238,100 289,700 335,600 373,900 388,800 408,100  

 79 238,900 289,900 336,000 374,500 389,100 408,400  

 80 239,600 290,300 336,500 375,000 389,400 408,600  

 81 240,200 290,500 336,900 375,500 389,600 408,800  

 82 240,900 290,700 337,400 376,100 389,900 409,100  

 83 241,600 291,100 337,900 376,600 390,200 409,400  

 84 242,300 291,400 338,400 376,900 390,400 409,600  

 85 242,900 291,700 338,700 377,300 390,600 409,800  

 86 243,600 292,000 339,100 377,800 390,900   

 87 244,300 292,300 339,600 378,200 391,200   

 88 245,000 292,700 340,000 378,600 391,400   

 89 245,600 293,000 340,300 379,000 391,600   

 90 246,100 293,400 340,700 379,500 391,900   

 91 246,400 293,700 341,200 379,900 392,200   

 92 246,800 294,100 341,600 380,300 392,400   

 93 247,100 294,200 341,800 380,600 392,600   

 94  294,400 342,200     

 95  294,800 342,700     

 96  295,200 343,100     

 97  295,400 343,200     

 98  295,700 343,700     

 99  296,100 344,100     

 100  296,500 344,400     

 101  296,700 344,700     

 102  297,000 345,100     

 103  297,400 345,500     

 104  297,700 345,900     

 105  297,900 346,400     

 106  298,200 346,800     

 107  298,600 347,200     

 108  298,900 347,600     

 109  299,100 348,100     

 110  299,500 348,500     

 111  299,900 348,800     

 112  300,200 349,100     

 113  300,300 349,600     

 114  300,600      

 115  300,900      

 116  301,300      

 117  301,500      

 118  301,700      

 119  302,000      

 120  302,300      

 121  302,700      

 122  302,900      

 123  303,200      

 124  303,500      

 125  303,800      
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再任用

職員 

  
187,300 214,800 254,800 274,200 289,300 314,700 356,400 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第１９条の３に

規定する職員を除く。 

別表第２（第３条関係） 

教育職給料表 

  ア 教育職給料表(１) 

職員の区分 
職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用職員

以外の職員 

  円 円 円 円 

１ 156,300 200,600 329,200 416,500 

２ 157,800 202,300 331,400 418,300 

３ 159,300 204,000 333,700 420,100 

 ４ 160,800 205,700 335,800 421,800 

 ５ 162,500 207,500 338,100 423,300 

 ６ 164,400 209,200 340,300 424,800 

 ７ 166,200 210,900 342,600 426,700 

 ８ 168,000 212,500 344,900 428,600 

 ９ 169,800 214,300 346,700 430,400 

 10 171,900 216,200 348,800 432,200 

 11 173,900 218,100 350,900 434,100 

 12 175,900 220,000 353,000 435,900 

 13 177,900 221,700 355,100 437,600 

 14 180,100 223,700 357,100 439,500 

 15 182,300 225,700 359,100 441,300 

 16 184,500 227,700 361,100 443,200 

 17 186,800 229,600 362,900 444,900 

 18 189,400 232,300 364,800 446,700 

 19 191,900 235,000 366,600 448,500 

 20 194,400 237,700 368,600 450,300 

 21 196,900 240,300 370,200 451,900 

 22 198,600 243,100 372,100 453,600 

 23 200,300 245,700 374,000 455,500 

 24 202,000 248,400 375,900 457,200 

 25 203,500 250,900 377,200 458,900 

 26 205,200 253,400 379,000 460,500 

 27 206,900 255,900 380,800 462,100 

 28 208,500 258,200 382,700 463,600 

 29 210,000 260,900 384,600 465,100 

 30 211,700 263,300 386,500 466,400 

 31 213,400 265,500 388,400 467,700 

 32 215,100 267,700 390,400 469,000 

 33 216,700 269,800 392,100 470,200 

 34 218,500 272,000 393,800 470,900 

 35 220,300 274,200 395,400 471,600 

 36 222,100 276,200 397,200 472,300 

 37 223,700 278,500 398,400 472,900 

 38 225,500 280,500 399,900   

 39 227,300 282,400 401,300   

 40 229,100 284,400 402,700   
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 41 230,800 286,200 404,400   

 42 232,500 288,600 405,800   

 43 234,100 290,900 407,100   

 44 235,700 293,400 408,600   

 45 237,200 295,500 410,200   

 46 238,600 298,000 411,500   

 47 239,900 300,300 413,000   

 48 241,100 303,000 414,600   

 49 242,600 305,400 416,300   

 50 244,100 307,800 417,700   

 51 245,300 310,300 419,300   

 52 246,800 312,600 420,800   

 53 248,000 314,900 422,500   

 54 249,200 317,100 424,000   

 55 250,600 319,200 425,600   

 56 251,700 321,400 427,200   

 57 253,000 323,500 428,700   

 58 254,100 325,600 430,200   

 59 255,200 327,700 431,400   

 60 256,400 329,700 432,600   

 61 257,700 331,800 433,800   

 62 259,000 333,900 435,100   

 63 260,400 336,100 436,400   

 64 261,500 338,300 437,600   

 65 262,800 340,100 438,800   

 66 264,300 342,300 440,000   

 67 265,800 344,300 441,200   

 68 267,500 346,500 442,400   

 69 269,000 348,300 443,600   

 70 270,400 350,200 444,800   

 71 271,800 352,300 446,000   

 72 273,200 354,300 447,200   

 73 274,300 355,900 448,300   

 74 275,700 357,800 448,900   

 75 277,100 359,600 449,400   

 76 278,300 361,500 449,900   

 77 279,600 363,400 450,400   

 78 280,800 365,100     

 79 282,000 366,800     

 80 283,200 368,400     

 81 284,300 369,900     

 82 285,500 371,400     

 83 286,700 372,900     

 84 287,900 374,300     

 85 289,000 375,400     

 86 290,100 376,800     

 87 291,100 378,200     

 88 292,300 379,500     

 89 293,400 380,800     

 90 294,500 382,100     

 91 295,700 383,300     



平成３０年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第３４８号 

 18 

 92 296,900 384,600     

 93 297,500 385,900     

 94 298,500 387,000     

 95 299,600 388,300     

 96 300,800 389,500     

 97 301,800 390,900     

 98 302,900 391,900     

 99 303,900 393,000     

 100 305,000 394,000     

 101 305,900 394,900     

 102 307,000 395,900     

 103 308,100 397,000     

 104 309,100 398,100     

 105 309,700 398,800     

 106 310,600 399,700     

 107 311,400 400,600     

 108 312,200 401,500     

 109 313,100 402,300     

 110 313,500 403,200     

 111 313,900 404,000     

 112 314,400 404,800     

 113 315,000 405,400     

 114 315,400 406,100     

 115 315,900 406,800     

 116 316,400 407,500     

 117 317,000 408,100     

 118 317,500 408,600     

 119 317,900 409,000     

 120 318,400 409,400     

 121 318,900 409,800     

 122 319,300 410,100     

 123 319,800 410,400     

 124 320,300 410,600     

 125 320,900 410,800     

 126 321,200 411,100     

 127 321,500 411,400     

 128 321,800 411,600     

 129 322,000 411,800     

 130 322,300 412,100     

 131 322,600 412,400     

 132 322,900 412,600     

 133 323,100 412,800     

 134 323,300 413,100     

 135 323,500 413,400     

 136 323,800 413,600     

 137 324,100 413,800     

 138 324,300 414,100     

 139 324,600 414,400     

 140 324,900 414,600     

 141 325,100 414,800     

 142 325,300 415,100     
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 143 325,600 415,400     

 144 325,800 415,600     

 145 326,100 415,800     

 146 326,300       

 147 326,600       

 148 326,900       

 149 327,100       

 150 327,300       

 151 327,600       

 152 327,900       

 153 328,100       

再任用職員   233,600 273,900 330,700 414,800 

備考（１） この表は、高等学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、実習助手その他の職

員で市長が定めるものに適用する。 

（２） この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で市長が規則で

定めるものの給料月額は、この表の額に７，７００円をそれぞれ加算した額とする。 

イ 教育職給料表(２) 

職員の区分 
職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用職員以

外の職員 

  円 円 円 円 

１ 156,300 172,200 290,100 406,300 

２ 157,800 174,300 292,700 407,800 

３ 159,300 176,400 295,600 409,300 

 ４ 160,800 178,600 298,100 410,800 

 ５ 162,500 180,600 300,600 412,200 

 ６ 164,400 182,800 303,000 413,600 

 ７ 166,200 185,000 305,300 415,100 

 ８ 168,000 187,200 307,700 416,700 

 ９ 169,800 189,500 310,100 418,100 

 10 171,900 192,300 312,700 419,500 

 11 173,900 195,000 315,400 420,900 

 12 175,900 197,700 318,300 422,200 

 13 177,900 200,600 320,800 423,500 

 14 180,100 202,300 322,800 424,900 

 15 182,300 204,000 324,800 426,300 

 16 184,500 205,700 327,100 427,700 

 17 186,800 207,500 329,200 428,900 

 18 189,400 209,200 331,400 430,200 

 19 191,900 210,900 333,700 431,400 

 20 194,400 212,500 335,800 432,700 

 21 196,900 214,300 338,100 433,800 

 22 198,600 216,200 340,300 435,000 

 23 200,300 218,100 342,600 436,300 

 24 202,000 220,000 344,900 437,600 

 25 203,500 221,700 346,700 438,900 

 26 205,100 223,700 348,500 440,100 

 27 206,700 225,700 350,400 441,100 

 28 208,200 227,700 352,300 442,200 

 29 209,900 229,600 354,100 443,400 

 30 211,600 232,300 355,900 444,200 
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 31 213,300 235,000 357,600 445,000 

 32 215,000 237,700 359,500 445,900 

 33 216,500 240,300 361,000 446,800 

 34 218,200 243,100 362,700 447,300 

 35 219,900 245,700 364,200 447,800 

 36 221,600 248,400 366,000 448,300 

 37 223,100 250,900 367,900 448,800 

 38 224,800 253,400 369,400   

 39 226,500 255,900 370,800   

 40 228,200 258,200 372,400   

 41 229,800 260,900 373,500   

 42 231,500 263,300 374,900   

 43 233,100 265,500 376,300   

 44 234,700 267,700 377,800   

 45 236,400 269,800 379,300   

 46 237,900 272,000 380,900   

 47 239,200 274,200 382,500   

 48 240,600 276,200 384,000   

 49 242,000 278,500 385,400   

 50 243,400 280,500 386,900   

 51 244,900 282,400 388,400   

 52 246,100 284,400 389,800   

 53 247,200 286,200 391,000   

 54 248,600 288,600 392,300   

 55 249,800 290,900 393,400   

 56 251,000 293,400 394,500   

 57 252,200 295,500 395,900   

 58 253,400 298,000 397,100   

 59 254,500 300,300 398,300   

 60 255,700 303,000 399,600   

 61 257,100 305,400 400,800   

 62 258,300 307,800 401,800   

 63 259,500 310,300 403,200   

 64 260,400 312,600 404,500   

 65 261,400 314,900 405,700   

 66 262,800 317,100 406,800   

 67 264,200 319,200 408,000   

 68 265,700 321,400 409,100   

 69 267,300 323,500 410,100   

 70 268,800 325,600 411,300   

 71 270,300 327,800 412,500   

 72 271,700 329,800 413,700   

 73 272,700 331,900 414,300   

 74 273,900 334,000 415,100   

 75 275,200 336,200 415,800   

 76 276,400 338,400 416,300   

 77 277,700 340,100 416,600   

 78 278,800 342,000 417,000   

 79 280,000 343,700 417,400   

 80 281,200 345,500 417,800   

 81 282,400 347,300 418,100   
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 82 283,300 349,100 418,500   

 83 284,500 350,600 418,900   

 84 285,700 352,400 419,200   

 85 286,700 353,600 419,500   

 86 287,600 355,200 419,900   

 87 288,300 356,700 420,300   

 88 289,300 358,200 420,600   

 89 290,300 359,600 420,900   

 90 291,200 360,900 421,200   

 91 292,100 362,300 421,500   

 92 293,000 363,700 421,700   

 93 293,300 365,200 421,900   

 94 294,000 366,500     

 95 294,700 367,800     

 96 295,500 369,000     

 97 296,300 370,000     

 98 297,100 371,000     

 99 297,900 372,000     

 100 298,600 373,000     

 101 299,500 373,900     

 102 300,000 374,900     

 103 300,500 375,900     

 104 301,000 376,900     

 105 301,200 377,700     

 106 301,600 378,600     

 107 301,900 379,500     

 108 302,100 380,500     

 109 302,300 381,300     

 110 302,500 382,300     

 111 302,800 383,300     

 112 303,100 384,300     

 113 303,300 384,900     

 114 303,500 385,800     

 115 303,700 386,700     

 116 304,000 387,600     

 117 304,300 388,400     

 118 304,600 389,100     

 119 304,900 389,900     

 120 305,200 390,700     

 121 305,300 391,300     

 122 305,500 392,100     

 123 305,800 392,800     

 124 306,100 393,500     

 125 306,300 394,100     

 126   394,800     

 127   395,300     

 128   395,900     

 129   396,600     

 130   397,200     

 131   397,700     

 132   398,200     
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 133   398,500     

 134   398,800     

 135   399,100     

 136   399,400     

 137   399,700     

 138   400,000     

 139   400,300     

 140   400,600     

 141   400,900     

 142   401,200     

 143   401,500     

 144   401,800     

 145   402,000     

 146   402,300     

 147   402,600     

 148   402,800     

 149   403,000     

 150   403,300     

 151   403,600     

 152   403,800     

 153   404,000     

 154   404,300     

155   404,600     

156   404,800     

157   405,000     

再任用職員   224,800 270,700 324,000 404,800 

  備考（１） この表は、幼稚園に勤務する園長、副園長、教諭、講師その他の職員で市長が定め

るものに適用する。 

    （２） この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で市長が規則で

定めるものの給料月額は、この表の額に７，５００円をそれぞれ加算した額とする。 

 別表第３（第３条関係） 

ア 医療職給料表(１) 

  
職員の区分 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 

 号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

 再任用職員

以外の職員 

  円 円 円 円 円 

 １ 246,400 331,800 396,700 471,100 566,100 

 ２ 248,900 334,800 399,600 473,400 569,200 

 ３ 251,400 337,700 402,500 475,600 572,300 

 ４ 253,900 340,700 405,300 477,900 575,400 

 ５ 256,200 343,400 408,000 480,200 578,300 

 ６ 260,000 346,700 410,700 482,400 580,700 

 ７ 263,800 349,800 413,500 484,600 583,100 

 ８ 267,600 352,900 416,200 486,800 585,500 

 ９ 271,200 355,700 418,600 488,800 587,700 

 10 275,200 358,600 421,300 490,900 589,200 

 11 279,200 361,700 423,900 493,000 590,700 

 12 283,200 364,900 426,600 495,100 592,200 

 13 287,000 367,900 429,000 497,200 593,700 

 14 291,000 371,500 431,500 499,300 594,800 
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 15 294,900 374,700 433,900 501,400 595,900 

 16 298,800 378,400 436,400 503,500 596,800 

 17 302,600 382,000 438,500 505,600 598,000 

 18 306,200 384,700 440,900 507,600 599,000 

 19 309,700 387,500 443,200 509,600 600,000 

 20 313,300 390,200 445,600 511,600 601,000 

 21 316,900 393,100 447,200 513,400 602,000 

 22 320,600 395,700 449,600 515,200  

 23 324,100 398,300 452,000 517,100  

 24 327,600 400,700 454,300 519,000  

 25 331,100 402,900 456,300 520,700  

 26 333,900 405,200 458,600 522,500  

 27 336,500 407,400 460,800 524,300  

 28 339,100 409,700 463,100 526,100  

 29 341,900 412,000 465,300 527,800  

 30 344,000 414,100 467,600 529,600  

 31 346,200 416,100 469,900 531,400  

 32 348,600 418,200 472,100 533,200  

 33 350,900 420,200 474,100 534,800  

 34 353,300 422,100 476,200 536,600  

 35 355,500 423,900 478,300 538,300  

 36 358,000 425,900 480,400 540,100  

 37 360,400 427,800 482,500 541,700  

 38 362,800 429,800 484,300 543,300  

 39 365,200 431,800 486,100 544,700  

 40 367,400 433,800 487,900 546,300  

 41 369,700 435,600 489,600 547,800  

 42 371,100 437,400 491,400 549,200  

 43 372,600 439,100 493,200 550,600  

 44 374,000 440,900 495,000 551,900  

 45 375,300 442,800 496,600 553,100  

 46 376,700 444,600 498,300 554,100  

 47 378,200 446,400 500,100 555,100  

 48 379,700 448,100 501,900 556,100  

 49 380,900 449,900 503,500 557,100  

 50 381,900 451,600 504,800 558,000  

 51 382,900 453,400 506,100 558,900  

 52 383,800 455,200 507,400 559,800  

 53 384,700 457,100 508,500 560,600  

 54 385,600 458,300 509,800 561,500  

 55 386,300 459,500 511,100 562,400  

 56 387,200 460,700 512,400 563,300  

 57 388,000 461,900 513,400 564,200  

 58 388,900 462,900 514,200 565,100  

 59 389,700 463,900 515,000 566,000  

 60 390,500 464,900 515,800 566,700  

 61 391,100 465,700 516,700 567,600  

 62 391,600 466,400 517,500 568,500  
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 63 392,000 467,100 518,400 569,400  

 64 392,500 467,800 519,200 570,300  

 65 392,800 468,500 520,100 571,200  

 66  469,200 521,000   

 67  469,900 521,700   

 68  470,600 522,600   

 69  470,900 523,500   

 70  471,600 524,300   

 71  472,300 525,200   

 72  473,000 526,100   

 73  473,400 526,900   

 74  474,000 527,800   

 75  474,700 528,700   

 76  475,400 529,400   

 77  475,800 530,200   

 78  476,400 531,100   

 79  477,000 532,000   

 80  477,500 532,900   

 81  478,100 533,700   

 82  478,600 534,600   

 83  479,100 535,500   

 84  479,600 536,400   

 85  480,000 537,200   

 86  480,600 538,100   

 87  481,000 539,000   

 88  481,500 539,900   

 89  482,000 540,700   

 90  482,600    

 91  483,200    

 92  483,600    

 93  484,100    

 94  484,700    

 95  485,300    

 96  485,900    

 97  486,400    

 再任用職員   295,800 338,200 392,600 465,600 565,500 

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する医師で市長が規則で定めるものに適用する。 

  イ 医療職給料表（２） 

職員の 

区分 

職務 

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用 

職員以 

外の職 

員 

  円 円 円 円 円 円 円 

１ 147,500 185,400 220,900 247,000 279,000 326,300 370,700 

２ 148,900 187,000 222,500 248,300 281,000 328,300 373,400 

３ 150,300 188,600 224,100 249,500 283,200 330,500 376,000 

４ 151,700 190,200 225,700 250,900 285,300 332,700 378,700 

５ 152,900 191,700 227,100 252,100 287,500 334,600 381,100 

６ 154,700 193,300 228,700 253,300 289,600 336,800 383,800 
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７ 156,400 194,900 230,200 254,500 291,700 338,800 386,400 

８ 158,100 196,400 231,800 255,600 293,800 341,000 389,100 

９ 159,800 198,000 233,000 256,900 295,800 342,800 391,200 

10 161,500 199,700 234,500 257,900 298,000 344,900 393,500 

11 163,200 201,300 235,900 258,900 300,100 347,100 395,700 

12 165,000 203,000 237,100 259,900 302,300 349,200 397,900 

13 166,500 204,600 238,800 261,200 304,400 350,700 400,000 

14 168,400 206,200 240,200 262,700 306,300 352,700 402,000 

15 170,400 207,800 241,400 264,300 308,400 354,600 404,000 

16 172,300 209,400 242,800 265,700 310,400 356,600 406,100 

17 174,200 210,900 243,800 267,200 312,500 358,500 407,900 

18 176,100 212,500 245,000 269,000 314,500 360,500 409,900 

19 177,900 214,200 246,200 270,800 316,600 362,500 411,800 

20 179,800 215,900 247,400 272,600 318,700 364,500 413,900 

21 181,700 217,200 248,800 274,400 320,500 366,300 415,700 

22 183,200 218,700 249,800 276,200 322,500 368,300 417,300 

23 184,700 220,100 250,800 278,000 324,300 370,400 418,900 

24 186,200 221,600 251,900 279,700 326,300 372,500 420,400 

25 187,800 223,000 253,100 281,500 328,100 373,900 421,900 

26 189,300 224,400 254,500 283,400 330,000 375,700 423,200 

27 190,800 225,700 255,900 285,300 332,000 377,500 424,500 

28 192,200 227,000 257,400 287,100 334,000 379,200 425,800 

29 193,700 228,400 258,800 289,000 335,400 381,000 427,100 

30 195,000 229,800 260,500 290,800 337,200 382,500 428,300 

31 196,300 231,300 262,200 292,600 338,900 384,100 429,500 

32 197,600 232,700 263,800 294,500 340,700 385,800 430,600 

33 199,000 233,900 265,300 296,200 342,400 387,100 431,800 

34 200,400 235,200 267,100 297,900 344,200 388,400 433,000 

35 201,800 236,200 268,800 299,700 346,100 389,700 434,200 

36 203,200 237,500 270,500 301,500 347,900 390,900 435,400 

37 204,300 238,900 272,000 302,900 349,700 392,000 436,700 

38 205,600 240,200 273,700 304,600 351,400 393,200 437,500 

39 206,900 241,300 275,400 306,100 353,000 394,300 437,900 

40 208,200 242,600 277,000 307,700 354,700 395,400 438,600 

41 209,400 243,900 278,600 309,400 355,900 396,200 439,100 

42 210,600 245,100 280,200 311,100 357,000 397,000 439,500 

43 211,800 246,300 281,900 312,700 358,200 397,800 439,900 

44 213,000 247,400 283,600 314,400 359,400 398,600 440,300 

45 214,200 248,500 285,100 315,400 360,600 399,000 440,700 

46 215,300 249,900 286,800 316,800 361,400 399,600 441,100 

47 216,300 251,400 288,500 318,300 362,600 400,100 441,500 

48 217,400 252,800 290,100 319,900 363,700 400,500 441,800 

49 218,400 254,400 291,400 321,300 364,700 400,900 442,100 

50 219,400 255,800 293,000 322,600 365,700 401,200 442,500 

51 220,300 257,200 294,300 323,800 366,700 401,500 442,800 

52 221,300 258,500 295,900 325,100 367,700 401,800 443,100 

53 221,800 259,600 297,200 326,200 368,500 402,100 443,400 

54 222,700 261,000 298,700 327,200 369,300 402,400  

55 223,400 262,400 300,100 328,300 370,200 402,700  

56 224,400 263,700 301,600 329,300 371,100 403,000  

57 225,100 264,600 302,700 329,800 371,600 403,300  
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58 226,000 265,900 303,900 330,700 372,400 403,600  

59 226,700 267,200 305,100 331,500 373,200 403,900  

60 227,500 268,500 306,500 332,400 374,000 404,300  

61 228,400 269,400 307,800 333,200 374,400 404,500  

62 229,200 270,600 309,000 333,500 375,100 404,800  

63 230,100 271,900 310,300 334,100 375,800 405,100  

64 231,200 273,200 311,500 334,800 376,500 405,400  

65 231,800 274,100 312,900 335,400 376,900 405,600  

66 232,600 275,200 313,700 336,100 377,500   

67 233,400 276,100 314,500 336,800 378,200   

68 234,200 277,200 315,300 337,500 378,800   

69 234,900 278,200 315,900 338,200 379,200   

70 235,600 279,200 316,600 338,700 379,700   

71 236,300 280,300 317,300 339,300 380,200   

72 236,900 281,400 317,900 339,900 380,700   

73 237,600 282,100 318,600 340,200 381,300   

74 238,400 282,800 318,800 340,800 381,800   

75 239,200 283,300 319,400 341,300 382,400   

76 239,900 284,100 320,000 341,900 383,000   

77 240,400 284,900 320,600 342,400 383,500   

78 241,000 285,500 321,100 342,900 384,000   

79 241,600 286,100 321,600 343,400 384,500   

80 242,200 286,700 322,100 343,800 385,000   

81 242,500 287,400 322,700 344,100 385,300   

82 242,900 287,900 323,200 344,400 385,800   

83 243,300 288,300 323,600 344,800 386,200   

84 243,700 288,700 324,100 345,100 386,600   

85 244,000 288,900 324,600 345,600 387,000   

86  289,100 325,000 345,900    

87  289,300 325,200 346,200    

88  289,500 325,600 346,500    

89  289,900 326,000 346,900    

90  290,100 326,400 347,200    

91  290,300 326,800 347,600    

92  290,500 327,200 347,900    

93  290,900 327,500 348,300    

94  291,100 327,700 348,600    

95  291,300 328,100 348,900    

96  291,600 328,400 349,200    

97  292,000 328,600 349,500    

98  292,300 328,900 349,900    

99  292,500 329,200 350,300    

100  292,800 329,500 350,700    

101  293,100 329,700 351,200    

102  293,300 330,000 351,600    

103  293,500 330,400 352,000    

104  293,800 330,600 352,400    

105  294,100 330,700 352,900    

106   331,000     

107   331,400     

108   331,600     
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109   331,800     

110   332,200     

111   332,600     

112   333,000     

113   333,200     

再任用

職員 

  
188,300 214,900 243,100 256,500 281,700 322,400 364,600 

  備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で市長が定めるものに

適用する。 

  ウ 医療職給料表（３） 

職員の区

分 

職務

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用職

員以外の

職員 

  円 円 円 円 円 円 

１ 161,300 188,800 237,200 260,000 285,000 329,500 

２ 162,700 190,900 239,000 261,000 286,800 331,600 

３ 164,200 193,000 240,800 261,900 288,600 333,600 

４ 165,600 195,000 242,600 263,000 290,500 335,800 

５ 167,100 197,100 244,000 263,700 292,300 337,800 

６ 168,600 199,400 245,300 264,700 294,100 339,900 

７ 170,100 201,700 246,500 265,500 296,000 342,100 

８ 171,600 204,000 247,800 266,500 297,800 344,200 

９ 172,900 206,400 248,800 267,600 299,700 345,700 

10 174,600 207,800 249,900 268,400 301,600 347,700 

11 176,200 209,200 250,800 269,500 303,400 349,600 

12 177,700 210,500 251,700 270,700 305,300 351,600 

13 179,200 211,900 253,000 272,000 306,900 353,600 

14 181,200 213,400 254,100 273,300 308,500 355,700 

15 183,200 214,900 254,900 274,500 310,300 357,800 

16 185,200 216,100 255,900 275,900 312,100 359,800 

17 187,400 217,500 256,600 277,200 313,900 361,800 

18 189,500 219,000 257,500 278,600 315,500 363,800 

19 191,600 220,500 258,500 279,800 317,200 365,900 

20 193,700 222,000 259,400 281,200 318,900 368,000 

21 195,800 223,400 260,300 282,800 320,300 369,700 

22 198,000 225,100 261,300 284,400 321,800 371,800 

23 200,200 226,800 262,200 285,900 323,300 373,900 

24 202,400 228,500 263,200 287,300 324,800 375,900 

25 204,400 229,900 264,400 288,600 326,300 377,900 

26 205,700 231,600 265,700 290,400 327,700 379,500 

27 207,000 233,300 266,900 292,200 329,200 381,400 

28 208,300 235,000 268,100 293,900 330,800 383,300 

29 209,500 236,600 269,300 295,400 332,000 385,100 

30 210,700 238,000 270,800 297,000 333,500 386,800 

31 212,000 239,300 272,400 298,600 334,900 388,700 

32 213,200 240,400 273,800 300,300 336,400 390,500 

33 214,500 241,600 275,400 301,700 338,000 392,200 

34 215,800 242,700 276,900 303,200 339,500 393,900 

35 217,100 243,600 278,200 304,800 341,100 395,700 

36 218,400 244,700 279,500 306,400 342,600 397,400 
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37 219,800 245,800 281,100 307,800 344,300 399,000 

38 221,200 246,900 282,500 309,200 345,900 400,700 

39 222,500 247,800 284,000 310,600 347,400 402,500 

40 223,900 248,900 285,400 312,200 349,000 404,300 

41 224,900 249,500 286,900 313,700 350,200 405,800 

42 226,300 250,400 288,400 315,100 351,700 407,300 

43 227,700 251,300 289,900 316,500 353,200 408,800 

44 229,100 252,200 291,500 318,000 354,600 410,100 

45 230,300 253,000 292,800 318,900 356,200 411,200 

46 231,700 254,000 294,200 320,300 357,200 412,300 

47 233,000 254,900 295,700 321,700 358,700 413,400 

48 234,300 255,900 297,200 323,200 360,000 414,600 

49 235,300 256,900 298,400 324,300 361,400 415,900 

50 236,400 258,100 299,700 325,700 362,800 417,000 

51 237,400 259,300 300,900 327,000 364,100 418,200 

52 238,500 260,500 302,300 328,300 365,500 419,300 

53 239,600 261,600 303,700 329,700 367,000 420,500 

54 240,700 263,100 305,000 331,100 368,200 421,500 

55 241,700 264,500 306,400 332,500 369,300 422,600 

56 242,700 265,900 307,800 333,800 370,500 423,700 

57 243,500 267,500 308,700 334,700 371,600 424,800 

58 244,500 269,100 309,900 336,000 372,500 425,300 

59 245,200 270,600 311,100 337,200 373,500 425,900 

60 246,200 272,100 312,500 338,500 374,500 426,300 

61 247,100 273,500 313,600 339,600 375,100 426,900 

62 248,100 275,000 314,900 340,500 375,900 427,400 

63 248,900 276,500 316,200 341,700 376,700 427,800 

64 249,900 277,800 317,400 343,000 377,500 428,300 

65 250,800 279,300 318,700 344,100 378,200 428,900 

66 251,800 280,800 320,000 345,300 378,900 429,300 

67 252,900 282,300 321,300 346,500 379,700 429,600 

68 253,800 283,800 322,600 347,600 380,400 429,900 

69 254,600 284,900 323,300 348,600 381,000 430,300 

70 255,700 286,400 324,400 349,600 381,600  

71 256,800 287,900 325,500 350,700 382,300  

72 258,000 289,300 326,400 351,800 382,900  

73 259,400 290,400 327,700 352,600 383,600  

74 260,700 291,800 328,400 353,700 384,100  

75 262,000 293,000 329,500 354,800 384,700  

76 263,200 294,300 330,700 355,900 385,200  

77 264,200 295,700 331,800 356,600 385,600  

78 265,300 297,000 333,000 357,400 386,200  

79 266,600 298,200 334,100 358,200 386,700  

80 267,800 299,500 335,300 358,900 387,000  

81 268,800 300,100 336,400 359,500 387,300  

82 269,800 301,300 337,500 360,000 387,800  

83 270,900 302,400 338,500 360,600 388,200  

84 272,000 303,600 339,600 361,100 388,500  

85 272,800 304,700 340,500 361,700 388,800  

86 273,700 305,900 341,500 362,200 389,300  

87 274,800 307,100 342,400 362,800 389,800  
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88 275,900 308,200 343,400 363,300 390,200  

89 276,800 309,500 344,400 363,700 390,500  

90 277,700 310,700 345,200 364,100 390,900  

91 278,500 311,900 346,000 364,700 391,400  

92 279,500 313,100 346,800 365,200 391,800  

93 280,400 313,900 347,400 365,500 392,200  

94 281,400 314,600 348,000 366,000   

95 282,300 315,300 348,700 366,400   

96 283,300 315,900 349,300 366,700   

97 284,000 316,600 349,700 367,300   

98 284,800 316,900 350,100 367,800   

99 285,400 317,500 350,600 368,300   

100 286,300 318,200 351,000 368,800   

101 287,100 318,600 351,500 369,400   

102 287,900 319,200 351,900 369,900   

103 288,700 319,800 352,400 370,400   

104 289,500 320,400 352,800 370,800   

105 290,200 320,800 353,100 371,400   

106 290,700 321,300 353,600 371,900   

107 291,200 321,800 354,000 372,400   

108 291,700 322,300 354,300 372,900   

109 291,900 322,700 354,800 373,500   

110 292,200 323,100 355,300 373,900   

111 292,400 323,400 355,800 374,400   

112 292,800 323,700 356,300 374,900   

113 293,100 324,100 356,800 375,500   

114 293,300 324,500 357,300    

115 293,700 324,900 357,800    

116 294,000 325,200 358,200    

117 294,300 325,400 358,600    

118 294,600 325,700 359,000    

119 294,900 326,100 359,500    

120 295,300 326,300 360,000    

121 295,600 326,500 360,400    

122 296,000 326,800 360,900    

123 296,300 327,100 361,400    

124 296,700 327,400 361,900    

125 296,900 327,600 362,200    

126 297,100 327,900     

127 297,400 328,300     

128 297,800 328,500     

129 298,000 328,600     

130 298,300 328,900     

131 298,700 329,300     

132 299,100 329,500     

133 299,300 329,800     

134 299,600 330,200     

135 300,000 330,600     

136 300,300 331,000     

137 300,500 331,300     

138 300,800 331,700     
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139 301,200 332,100     

140 301,500 332,500     

141 301,700 332,800     

142 302,100 333,200     

143 302,500 333,500     

144 302,800 333,900     

145 302,900 334,200     

146 303,200 334,600     

147 303,500 335,000     

148 303,900 335,400     

149 304,100 335,700     

150 304,300 336,100     

151 304,600 336,500     

152 304,900 336,900     

153 305,300 337,200     

154 305,500      

155 305,700      

156 306,000      

157 306,300      

158 306,600      

159 306,900      

160 307,200      

161 307,600      

162 307,900      

163 308,200      

164 308,500      

165 308,900      

166 309,200      

167 309,500      

168 309,800      

169 310,200      

再任用 

職員 

  
234,700 255,000 262,200 272,400 288,700 325,800 

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する助産師、看護師、准看護師その他の職員で市長が定

めるものに適用する。 

第２条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１８条第２項第１号中「、６月に支給する場合には１００分の８５、１２月に支給する場合に

は１００分の９５」を「１００分の９０」に改め、同項第２号中「、６月に支給する場合には１０

０分の４０、１２月に支給する場合には１００分の４５」を「１００分の４２．５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３０年４月１日から施行す

る。 

２ 第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例（以下「第１条改正後給与条例」

という。）の規定は、平成２９年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

３ 第１条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正前の一般職の職員の

給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与（一般職の職員の給与に関する条例等の一部を
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改正する条例（平成１８年条例第７号。以下この項において「平成１８年改正条例」という。）附

則第７項から第９項まで及び一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２６

年条例第３０号。以下この項において「平成２６年改正条例」という。）附則第６項から第８項ま

での規定に基づいて支給された給料を含む。）は、第１条改正後給与条例の規定による給与（平成

１８年改正条例附則第７項から第９項まで及び平成２６年改正条例附則第６項から第８項までの

規定に基づいて支給された給料を含む。）の内払とみなす。 

 

条例第２３号 

大和高田市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２９年１２月７日  

大和高田市長  吉 田 誠 克   

大和高田市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 

 （大和高田市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第１条 大和高田市職員の退職手当に関する条例（昭和３３年条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

  附則第４項中「１００分の８７」を「１００分の８３．７」に改める。 

 （大和高田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 大和高田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和５９年条例第６号）の

一部を次のように改正する。 

  附則第３項中「１００分の８７」を「１００分の８３．７」に改める。 

 （大和高田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 大和高田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成１８年条例第８号）の

一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「１００分の８７」を「１００分の８３．７」に、「１０４分の８７」を「１０４分

の８３．７」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年１月１日から施行する。 

 

 

 

規則第３２号 

大和高田市妊婦健康診査実施規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成２９年１２月４日   

大和高田市長  吉 田 誠 克   

大和高田市妊婦健康診査実施規則の一部を改正する規則 

 大和高田市妊婦健康診査実施規則（平成２１年規則第２０号）の一部を次のように改正する。 

 別記様式を次のように改める。 

 

（表） 

別記様式（第８条関係） 

妊 婦 健 康 診 査 費 用 請 求 書                

 年  月  日  

   大和高田市長 殿 

規 則 
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金              円 

 妊婦健康診査受診に要した費用の補助金として、上記のとおり請求します。 

                     

受診者  住  所                 

（フリガナ）                

氏  名             印   

生年月日     年   月   日   

電話番号（    ―    ―    ） 

 

 振込先 
金 融 機 関 名 預 金 種 目 口 座 番 号 

銀行 

農協 

信金 

 

本店 
支店 

出張所 

普通  当座 
その他（    ） 

       

店 番 フリガナ  

   口座名義人  

 ※ 振込先が受診者名義の口座でない場合は、委任状を提出してください。 

 【医療機関等証明欄】太枠内の内容について医療機関等の証明を受けてください。 

受診回数 受診年月日 妊婦健康診査費用 
（保険適用分を除く。） 

決定額 
※市記載欄 

第１回目 年  月  日 円 円 
第２回目 年  月  日 円 円 
第３回目 年  月  日 円 円 
第４回目 年  月  日 円 円 
第５回目 年  月  日 円 円 
第６回目 年  月  日 円 円 
第７回目 年  月  日 円 円 
第８回目 年  月  日 円 円 
第９回目 年  月  日 円 円 
第 10回目 年  月  日 円 円 
第 11回目 年  月  日 円 円 
第 12回目 年  月  日 円 円 
第 13回目 年  月  日 円 円 
第 14回目 年  月  日 円 円 

上記のとおり、妊婦健康診査を実施したことを証明します。 
年  月  日 

医療機関等の 
所 在 地 
名  称 
代表者名                     印 
電話番号 

合計 

      円 

 

 
（裏） 

 

 

委任状 
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 私          は、    年  月  日付け請求の妊婦健康診査費用に係る補

助金の受領について、（続柄   ）          に委任します。 

 

 

 

      年  月  日 

 

大和高田市長  殿 

 

                 住所  大和高田市 

                 氏名                印 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成３０年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の大和高田市妊婦

健康診査実施規則別記様式による妊婦健康診査費用請求書は、この規則による改正後の大和高田市

妊婦健康診査実施規則別記様式による妊婦健康診査費用請求書とみなす。 

 

規則第３４号   

大和高田市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２９年１２月７日  

大和高田市長  吉 田 誠 克   

大和高田市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則  

大和高田市職員の育児休業等に関する条例施行規則（平成４年規則第１２号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条の２（見出しを含む。）中「第２条第３号ア（ウ）」を「第２条第４号ア（ウ）」に改める。 

 第２条の３第２号中「規定する当該子を養育している当該子の親」の次に「（当該子について民法

（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁

判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって当

該子を現に監護するもの又は児童福祉法第２７条第１項第３号の規定により当該子を委託されている

同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第１号に規定する養育里親であ

る者（児童の親その他の同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同

法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。）を含む。以

下この号において同じ。）」を加える。 

 第２条の３の次に次の１条を加える。 

 （条例第２条の４第２号の規則で定める場合） 
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第２条の４ 前条の規定は、条例第２条の４第２号の規則で定める場合について準用する。この場合

において、同条中「１歳到達日」とあるのは、「１歳６か月到達日」と読み替えるものとする。 

 第３条の２第１項中「掲げる場合」の次に「又は条例第２条の４の規定に該当する場合」を加える。 

第７条の３第２号中「第７条第３号」を「第７条第１項第３号」に改める。 

 第１３条（見出しを含む。）中「別に規則」を「規則」に改める。 

 第１３条の見出し中「育児短時間」の次に「勤務」を加える。 

 様式第２号中 

「 （再度の育児休業、再度の育児休業の期間の延長又は非常勤職員の１歳６か月までの子の育児 

休業が必要な事情を記入）                               」 

を 

「 （再度の育児休業、再度の育児休業の期間の延長、非常勤職員の１歳６か月までの子の育児休 

業又は非常勤職員の２歳までの子の育児休業が必要な事情を記入）             」 

に、 

「 ２ 「２ 請求の内容」欄の「非常勤職員の１歳６か月までの子の育児休業」とは、大和高田 

市職員の育児休業等に関する条例（以下「条例」という。）第２条の３第３号に掲げる場合に該 

当してする育児休業をいう。                              」 

を 

「 ２ 「２ 請求の内容」欄の「１歳６か月までの子の育児休業」とは、大和高田市職員の育児 

休業等に関する条例（以下「条例」という。）第２条の３第３号に掲げる場合に該当してする育 

児休業をいい、「２歳までの子の育児休業」とは、条例第２条の４の規定に該当してする育児休 

業をいう（５において同じ。）。                              」 

に、 

「 ５ 「５ 配偶者」欄は、非常勤職員が１歳２か月までの子の育児休業又は１歳６か月までの 

子の育児休業をしようとする場合（条例第２条の３第２号又は第３号に掲げる場合に該当して育 

児休業の承認を請求する場合）に記入すること。                     」 

を 

「 ５ 「５ 配偶者」欄は、非常勤職員が１歳２か月までの子の育児休業（条例第２条の３第２ 

号に掲げる場合に該当してする育児休業をいう。）、１歳６か月までの子の育児休業又は２歳ま 

での子の育児休業をしようとする場合に記入すること。                  」 

に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

規則第３５号 

一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２９年１２月７日  

大和高田市長  吉 田 誠 克   

一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

一般職の職員の給与に関する条例施行規則（昭和３２年規則第１１号）の一部を次のように改正す

る。 

第１９条第１号中「１００分の１７０」を「１００分の１８０」に改め、同条第２号中「１００分

の８０」を「１００分の８５」に改める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、

平成２９年４月１日から適用する。 
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訓令第９号 

大和高田市パブリックコメント手続実施要綱を次のように定める。 

  平成２９年１２月１日  

大和高田市長  吉 田 誠 克   

大和高田市パブリックコメント手続実施要綱 

（目的） 

第１条 この訓令は、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項を定めることにより、市の重

要な計画等の形成過程における市民等の市政への参画の機会を確保するとともに、市政運営におけ

る公正の確保及び透明性の向上に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） パブリックコメント手続 次号に規定する計画等を策定若しくは改定又は制定（以下「策

定等」という。）する過程において、その案の段階において趣旨、目的、内容等を公表し、第３

号に規定する市民等から広く意見（情報を含む。以下同じ。）を求め、提出された意見に対する

市の考え方を明らかにするとともに、当該意見を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。 

（２） 計画等 次に掲げる市の基本的な計画等をいう。 

ア 市の基本的な政策を定める計画又は個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計

画 

イ 市の基本的な方針を定める憲章、宣言等 

ウ 市の基本的な方針若しくは制度を定める条例又は次号に規定する市民等に義務を課し、若し

くは権利を制限する条例 

エ アからウまでに掲げるもののほか、特にパブリックコメント手続を実施することが必要と認

められるもの 

（３） 市民等 次に掲げるものをいう。 

ア 市内に住所を有し、又は勤務し、若しくは通学する者 

イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

ウ パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの 

（適用除外） 

第３条 市長（上下水道事業管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。）は、次の各号のいずれかに

該当する場合は、パブリックコメント手続を実施しない。 

（１） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項の規定により条例の制定又は改廃

の請求が行われる場合 

（２） 地方税の賦課徴収、分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する計画等の策定等

を行う場合 

（３） 法令等に基づきパブリックコメント手続と同様の手続が行われる場合 

（４） 迅速若しくは緊急を要する又は軽微であると認められる場合 

（５） 市長の裁量の余地がないと認められる場合 

（６） 地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき設置される附属機関又はこれに準ずる機

関がこの訓令に類する手続を経て策定等した答申等の内容に沿って計画等の策定等を行う場合 

（計画等の案の公表等） 

第４条 市長は、計画等の策定等について意思決定をしようとするときは、当該意思決定を行う前の

適切な時期に、計画等の案を公表しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するもの

訓 令 
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とする。 

（１） 計画等の案の概要 

（２） 計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景 

（３） 前２号に掲げるもののほか、当該計画等の案に対する市民等の理解を促すと考えられる資

料 

３ 前２項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。 

（１） 市のホームページへの掲載 

（２） 市長が指定する場所における閲覧又は配布 

（３） その他市長が適当と認める方法 

４ 前項の規定によるほか、必要に応じて市の広報誌への掲載その他の方法により、市民等への周知

を図るよう努めるものする。 

（意見の提出） 

第５条 市長は、計画等の案の公表の日から起算して２０日以上の期間を設けて、意見の提出を受け

なければならない。この場合において、市長は、公表の際に当該意見の提出期限を明示するものと

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表

した上で、意見の提出期間を２０日未満とすることができる。 

３ 意見の提出は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 

（１） 市長が指定する場所への書面の持参 

（２） 郵便又は信書便 

（３） ファクシミリ 

（４） 電子メール 

（５） その他市長が適当と認める方法 

４ 市長は、意見を提出しようとする市民等に対し、原則として住所、氏名（法人その他の団体にあ

っては、所在地、名称及び代表者の氏名）その他必要な事項の明記を求めるものとする。 

（意見の取扱い） 

第６条 市長は、前条の規定により提出された意見を考慮して、計画等の策定等の意思決定を行うも

のとする。 

２ 市長は、前項の規定により計画等の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければ

ならない。ただし、大和高田市情報公開条例（平成１０年条例第２５号）に規定する不開示情報に

該当するものは除く。 

（１） 提出された意見 

（２） 提出された意見に対する市の考え方 

（３） 計画等の案を修正したときは、その修正内容及び理由 

３ 市長は、提出された意見に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見のうち類似の

意見及びこれに対する市の考え方をまとめて公表できるものとする。 

４ 市長は、提出された意見を公表し、又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがある

ときその他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除いて公表することができる。 

５ 意見を提出した者の氏名その他の個人に関する情報は、公表しない。ただし、計画等の案の公表

の際に当該情報を公表することをあらかじめ明示しているときは、この限りでない。 

６ 第４条第３項の規定は、第２項の規定による公表の方法について準用する。この場合において、

当該公表の期間は、１年とする。 

（補則） 

第７条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この訓令の規定は、この訓令の施行の日以後に意思決定をする計画等について適用する。ただし、

この訓令の施行前において現に意思決定をしようとする計画等については、この訓令に準じた手続

を実施するよう努めるものとする。 

 （準備行為） 

３ この訓令の施行に関し必要な行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。 

 

訓令第９号の２ 

大和高田市青年等就農計画認定審査会設置要綱を次のように定める。 

  平成２９年１２月１日  

大和高田市長  吉 田 誠 克   

大和高田市青年等就農計画認定審査会設置要綱 

（趣旨） 

第１条 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「法」という。）第１４条の４及

び第１４条の５の規定に基づく青年等就農計画（以下「就農計画」という。）の認定、変更等につ

いて公平かつ客観的に判断するため、大和高田市青年等就農計画認定審査会（以下「審査会」とい

う。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 審査会は、次に掲げる事項について審査し、その結果を市長に報告するものとする。 

（１）  就農計画及びその変更に係る認定に関する事項 

（２）  就農計画に係る認定の取消しに関する事項 

（３）  その他市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 審査会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。 

 （１） 奈良県農業協同組合新庄営農経済センター所長 

 （２） 奈良県中部農林振興事務所長 

 （３） 大和高田市市民部長 

 （４） 大和高田市農業委員会会長 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

２ 会長は、市民部長をもって充てる。 

 （会議） 

第４条 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集する。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務

を代理する。 

４ 審査会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

５ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。 

 （説明及び意見聴取） 

第５条 審査会は、第２条に規定する事項について審査するため、就農計画を提出した者に対し、

当該計画の内容その他必要な事項について説明させるものとする。 

２ 審査会は、必要があると認めるときは、関係機関の職員等から意見若しくは説明を聴き、又

は必要な資料の提出を求めることができる。 

（事務局） 
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第６条 審査会の事務局は、市民部まちづくり振興室産業振興課に置く。 

 （補則） 

第７条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

   附 則 

この訓令は、告示の日から施行する。 

 

訓令第１０号 

大和高田市ふるさと納税推進業務委託事業者選定委員会設置要綱を次のように定める。 

  平成２９年１２月１１日  

大和高田市長  吉 田 誠 克   

大和高田市ふるさと納税推進業務委託事業者選定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 大和高田市ふるさと納税推進業務を実施するに当たり、業務委託に係る受託者（以下「受

託者」という。）の特定をプロポーザル方式により厳正かつ公平に行うため、大和高田市ふる

さと納税業務委託事業者選定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。 

(１) 実施要領及び仕様書の審議及び策定に関する事項 

(２) 提案書、プレゼンテーション等の内容の審査及び評価に関する事項 

(３) 受託候補者の選定に関する事項 

(４) 前３号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。 

(１) 企画政策部長 

(２) 財務部長 

(３) 市民部長 

(４) 企画広報課長 

(５) 財政課長 

(６) 税務課長 

(７) 産業振興課長 

２ 前項に規定する委員のほか、委員長が必要と認めるときは、同項各号に掲げる委員以外の者

を委員とすることができる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、企画政策部長をもって充てる。 

３ 副委員長は、財務部長をもって充てる。 

４ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、任命の日から受託者の特定の日までとする。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 
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４ 委員会は、会議のため必要があると認めるときは、関係職員その他関係人を出席させ、当該

職員等に対して意見を徴し、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（会議の非公開） 

第７条 委員会の会議は、非公開とする。 

（中立の保持） 

第８条 委員は、プロポーザルに参加している特定の事業者に対し、利益又は不利益を与える行

為をしてはならない。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、企画政策部企画広報課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に

諮って定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、告示の日から施行する。 

 （この訓令の失効） 

２ この訓令は、平成３０年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 

 

告示第１２５号の２ 

大和高田市子どものための教育・保育の利用に関する様式を定める要綱の一部を改正する告示を次

のように定める。 

平成２９年１０月２日  

大和高田市長  吉 田 誠 克   

大和高田市子どものための教育・保育の利用に関する様式を定める要綱の一部を改正する告示 

大和高田市子どものための教育・保育の利用に関する様式を定める要綱（平成２７年告示第１４６

号）の一部を次のように改正する。 

 様式第２号及び様式第３号を次のように改める。 

様式第２号（第２条関係） 

 

 この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以

内に大和高田市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定の日の翌日から起算して

１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大和高田

市を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、処分の取消し

の訴えを提起することができます（なお、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると決定の

取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該

審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴え

を提起することができます。 

 

支  給  認  定  証 

認 定 区 分 
 

保 育 の 事 由  

告 示 
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及 び 必 要 量 

支 給 認 定 証 番 号 
 

有 効 期 間 
 

児

童 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

生 年 月 日 
 

性 別 
 

保

護

者 

氏 名 
 

居 住 地 
 

生 年 月 日 
 

変 更 事 項 
 

 

     年  月  日 

大和高田市長      印 

 

 

様式第３号（第２条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

大和高田市長      印 

 

支給認定申請却下通知書 

 

       様 

  

 施設型給付費・地域型保育給付費等に係る支給認定の申請については、次の理由で却下しますので

通知します。 

 

児童の氏名 

及び生年月日 

 

却下理由 
 

 この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に大和高田市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定の日の翌日

から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大

和高田市を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定の日の翌日から起算して１年

を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記の審査

請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 



平成３０年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第３４８号 

 41 

様式第７号から様式第１０号までを次のように改める。 

 

 

様式第７号（第２条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

大和高田市長      印 

 

支給認定取消通知書 

       様 

 

 子ども・子育て支援法第２４条第１項の規定により、下記のとおり施設型給付費・地域型保育給付

費等の支給認定を取り消しましたので通知します。また、支給認定証の交付を受けている場合、既に

返還済みの場合を除き、下記期限までに支給認定証を返還してください。 

 

児童の氏名 

及び生年月日 

 

取消しとなった年月日 
 

取消しとなった理由 
 

支給認定証の 

返還先 

 

支給認定証の 

返還期限 

 

 この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３

月以内に大和高田市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定の日の翌日から

起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大和

高田市を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、処分

の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定の日の翌日から起算して１年を経過

すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記の審査請求をし

た場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

 

様式第７号の２（第２条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

大和高田市長      印 

 

支  給  認  定  通  知  書 

 

       様 
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 申請のありました支給認定の内容について、次のとおり決定したので通知します。 

支給認定証を希望する方は別途申請書を提出してください。 

 

認 定 区 分  

保 育 の 事 由 

及 び 必 要 量 

 

支 給 認 定 番 号  

有 効 期 間  

児

童 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

生 年 月 日  性 別  

保

護

者 

氏 名  

居 住 地  

生 年 月 日  

変 更 事 項  

 この決定に不服のあるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に

大和高田市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定の日の翌日から起算して１

年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大和高

田市を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、処分の取

消しの訴えを提起することができます（なお、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると

処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記の審査請求をした場合に

は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取

消しの訴えを提起することができます。 

 

 

様式第８号（第３条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

大和高田市長      印 

 

利用承諾通知書 

 

       様 

  

 申込みのありました施設の利用について次のとおり承諾します。 

利用する児童の 

氏名及び生年月日 

 

利用する施設の 

名称及び所在地 

 

保育の実施期間  

保育料の月額 

及び納付方法 
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 この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に大和高田市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定の日の翌日

から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大

和高田市を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定の日の翌日から起算して１年

を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記の審査

請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。  

 

 

様式第９号（第３条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

大和高田市長      印 

 

入所（園）保留通知書 

 

       様 

  

 申込みのありました施設への入所（園）については、次の理由により保留となりましたので通知し

ます。 

 

児童の氏名 

及び生年月日 

 

保留となった理由  

保 留 の 有 効 期 限  

備  考  

 この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３

月以内に大和高田市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定の日の翌日から

起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大和

高田市を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、処分

の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定の日の翌日から起算して１年を経過

すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記の審査請求をし

た場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

 

様式第１０号（第３条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

大和高田市長      印 
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実施解除通知書 

 

       様 

  

 次の児童について、教育・保育の実施を解除することとなりましたので、通知します。 

 

利用する児童の 

氏名及び生年月日 

 

利用する保育所の 

名称及び所在地 

 

保育の実施の 

解除の年月日 

 

保育の実施の 

解除の理由 

 

 この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３

月以内に大和高田市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定の日の翌日から

起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大和

高田市を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、処分

の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定の日の翌日から起算して１年を経過

すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記の審査請求をし

た場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

様式第１２号から様式第１４号までを次のように改める。 

 

 

様式第１２号（第４条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

大和高田市長      印 

保育料決定通知書 

下記に記載のある方は口座振替納付です。 

 

 

 

  

       様 

 保育料について以下のとおり決定しましたので通知します。 

児 童 の 氏 名 

及び生年月日 

 

所 得 階 層 
 

所 得 調 定 額 
 

 

決 定 額  

 

金融機関  

口座種別  口座番号  

口座名義人  
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４月分 ５月分 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分 

      

１０月分 １１月分 １２月分 １月分 ２月分 ３月分 

      

※本年度市町村民税課税決定後に再算定を行うため、８月分までと９月分以降で保育料決定額が異な
る場合があります。 

※口座振替日が休日の場合は、翌営業日に振り替えます。 
 
 この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以
内に大和高田市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定の日の翌日から起算して
１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 
この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大和高田

市を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、処分の取消し
の訴えを提起することができます（なお、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると決定の
取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該
審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴え
を提起することができます。 
 
 

様式第１３号（第４条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

大和高田市長      印 

利用承諾通知書兼保育料決定通知書 

下記に記載のある方は口座振替納付です。 

 

 

 

       様 

  

 申込みのありました施設の利用について次のとおり承諾します。 

 また、保育料について以下のとおり決定しましたので通知します。 

利用する児童の 

氏名及び生年月日 

 

利用する施設の 

名称及び所在地 

 

保育の実施期間  

保育料の月額 

及び納付方法 

 

※本年度市町村民税課税決定後に再算定を行うため、８月分までと９月分以降で保育料決定額が

異なる場合があります。 

※口座振替日が休日の場合は、翌営業日に振り替えます。 

 
 この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３
月以内に大和高田市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定の日の翌日から
起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 
この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大和

高田市を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、処分
の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定の日の翌日から起算して１年を経過

金 融 機 関  

口 座 種 別  口座番号  

口 座 名 義 人  
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すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記の審査請求をし
た場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内
に、処分の取消しの訴えを提起することができます。  

 

 

様式第１４号（第４条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

大和高田市長      印 

保育料変更通知書 

 

下記に記載のある方は口座振替納付です。 

 

 

 

 

       様 

保育料について以下のとおり変更しましたので通知します。 

児 童 の 氏 名 

及 び 生 年 月 日 

 

 4月から 8月まで 

変
更
前 

所 得 階 層 
 

所 得 調 定 額 
 

変
更
後 

所 得 階 層 
 

所得調定額 
 

変更前決定額  変更後決定額  

 9月から 3月まで 

変
更
前 

所 得 階 層 
 

所 得 調 定 額 
 

変
更
後 

所 得 階 層 
 

所得調定額 
 

変更前決定額  変更後決定額  

 

※本年度市町村民税課税決定後に再算定を行うため、８月分までと９月分以降で保育料決定額が異な

る場合があります。 

※口座振替日が休日の場合は、翌営業日に振り替えます。 

 

この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以

金融機関  

口座種別  口座番号  

口座名義人  

変
更
前 

４月分 ５月分 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分 

      

１０月分 １１月分 １２月分 １月分 ２月分 ３月分 

      

変
更
後 

４月分 ５月分 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分 

      

１０月分 １１月分 １２月分 １月分 ２月分 ３月分 
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内に大和高田市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定の日の翌日から起算して

１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大和高田

市を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、処分の取消し

の訴えを提起することができます（なお、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると決定の

取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該

審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴え

を提起することができます。 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 

 

告示第１４０号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２

項の規定により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項

の規定により告示します。 

平成２９年１２月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２．移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量等 

（１）放置禁止区域 

移動年月日 

近鉄大和 

高田駅･ＪＲ 

高田駅周辺 

近鉄高田市 

駅周辺 

近鉄松塚駅 

周辺 

近鉄浮孔駅 

周辺 

近鉄築山駅 

周辺 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

平成２９年１１月１日 １          

平成２９年１１月２日 ２          

平成２９年１１月７日   １        

平成２９年１１月１０日     １      

平成２９年１１月１４日 ２ ２         

平成２９年１１月１５日 ３ ２ １        

平成２９年１１月１６日  ２         

平成２９年１１月２１日 ３ １         

平成２９年１１月２２日  １         

平成２９年１１月２８日 ３          

（２）放置禁止区域外の公共の場所 

移動年月日 
場所の区

分 
地区 自転車 

原動機付

自転車 

平成２９年１１月１日 道路 大和高田市旭北町地内 １  

平成２９年１１月２０日 道路 大和高田市東中１丁目地内 １  

平成２９年１１月２４日 道路 大和高田市大字田井地内 ３  

平成２９年１１月２７日 河川 大和高田市曽大根２丁目地内 １  

平成２９年１１月２８日 道路 大和高田市大字大中地内 １  

平成２９年１１月２８日 公園 大和高田市西三倉堂２丁目地内 １  

平成２９年１１月２９日 道路 大和高田市大字築山地内 １  

３．保管場所 
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大和高田市曽大根 

大和高田市高架下臨時自転車保管所 

４．引取期間 

告示日から６０日間。ただし土曜日、日曜日、祝日を除く。 

５．引取時間 

午前９時～正午・午後１時～午後４時 

６．引取りのための必要事項 

（１）印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）

をお持ちください。 

（２）次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

ア．移動費 ２，０００円 

イ．保管費 移動日から１４日以内は無料。ただし、無料期間を経過した日以降は、大和高田

市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる市の休日を除き、１日当たり５０円を徴

取する。 

総額は、１，０００円を限度とする。 

７．連絡先 

大和高田市役所 生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

告示第１４１号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

１条の２０及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２８の規定により、次の者を指

定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者に指定したので告示します。 

  平成２９年１２月１日  

大和高田市長 吉 田 誠 克 

指定等に係る指定特定相談支援事業者

又は指定障害児相談支援事業者の名称

及び主たる事務所の所在地 

特定非営利活動法人 福寿草 

大和高田市永和町１５番９号 

 

指定等に係る事業所の名称及び所在地 
指定特定相談支援事業所 福寿 

大和高田市永和町１５番９号 

指定等の年月日 平成２９年１２月１日 

指定等に係る指定計画相談支援又は指

定障害児相談支援の種類 
指定特定相談支援事業 

事業の主たる対象者 特定無し 

特定相談支援事業所番号 ２９３０８００２０２ 

 

告示第１４２号 

大和高田市コミュニティバスきぼう号広報掲載取扱要領を廃止する告示を次のように定める。 

平成２９年１２月７日  

大和高田市長  吉 田 誠 克   

大和高田市コミュニティバスきぼう号広報掲載取扱要領を廃止する告示 

 大和高田市コミュニティバスきぼう号広告掲載取扱要領（平成２２年告示第１５４号）は、廃止す

る。 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 

 

告示第１４３号 
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 平成２９年１２月議会において成立した次の予算の要領を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２１９条第２項の規定により公表します。 

平成２９年１２月７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 平成２９年度大和高田市一般会計補正予算（第８号） 

２ 平成２９年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

３ 平成２９年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第２号） 

４ 平成２９年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

５ 平成２９年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号） 

６ 平成２９年度大和高田市水道事業会計補正予算（第１号） 

７ 平成２９年度大和高田市下水道事業会計補正予算（第１号） 

８ 平成２９年度大和高田市一般会計補正予算（第９号） 

９ 平成２９年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

１０ 平成２９年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第３号） 

１１ 平成２９年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

１２ 平成２９年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号） 

１３ 平成２９年度大和高田市下水道事業会計補正予算（第２号） 

１４ 平成２９年度大和高田市病院事業会計補正予算（第１号） 

平成２９年度大和高田市一般会計補正予算（第８号） 

平成２９年度大和高田市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７５７，９００千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２４，３７３，０５０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債は、「第３表 地方債補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

9.地方交付税 

 

 6,947,497 208,368 7,155,865 

1.地方交付税 6,947,497 208,368 7,155,865 

13.国庫支出金 

 

 4,169,919 265,453 4,435,372 

1.国庫負担金 3,881,793 250,000 4,131,793 

2.国庫補助金 264,146 14,902 279,048 

3.国庫委託金 23,980 551 24,531 

14.県支出金 

 

 1,510,101 17,462 1,527,563 

1.県負担金 1,104,348 12,612 1,116,960 

2.県補助金 286,912 4,850 291,762 

16.寄附金 

 

 121 801 922 

1.寄附金 121 801 922 

17.繰入金 

 

 1 57,500 57,501 

1.基金繰入金 1 57,500 57,501 
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19.諸収入 

 

 232,640 16,516 249,156 

4.雑入 217,970 16,516 234,486 

20.市債 

 

 1,442,900 191,800 1,634,700 

1.市債 1,442,900 191,800 1,634,700 

補正されなかった科目に係る額 9,311,971 0 9,311,971 

歳  入  合  計 23,615,150 757,900 24,373,050 

 

（歳出）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.議会費  235,685 1,364 237,049 

1.議会費 235,685 1,364 237,049 

2.総務費 

 

 

 

 

 

 

 2,132,580 237,114 2,369,694 

1.総務管理費 1,607,338 260,361 1,867,699 

2.徴税費 307,408 △21,365 286,043 

3.戸籍住民基本台帳費 124,193 2,310 126,503 

4.選挙費 51,951 △1,221 50,730 

5.統計調査費 12,747 △250 12,497 

6.監査委員費 28,943 △2,721 26,222 

3.民生費 

 

 

 

 10,576,751 487,549 11,064,300 

1.社会福祉費 4,895,121 161,190 5,056,311 

2.児童福祉費 2,998,234 13,092 3,011,326 

3.生活保護費 2,683,092 313,267 2,996,359 

4.衛生費 

 

 

 2,888,861 △16,027 2,872,834 

1.保健衛生費 1,035,871 △4,025 1,031,846 

2.清掃費 1,852,990 △12,002 1,840,988 

6.農林水産業費 

 

 130,976 △2,336 128,640 

1.農業費 130,976 △2,336 128,640 

7.商工費 

 

 105,160 1,381 106,541 

1.商工費 105,160 1,381 106,541 

8.土木費 

 

 

 

 

 1,718,202 30,771 1,748,973 

1.土木管理費 123,511 4,278 127,789 

2.道路橋りょう費 168,184 150 168,334 

3.河川費 91,101 33,000 124,101 

4.都市計画費 1,149,359 3,442 1,152,801 

5.住宅費 186,047 △10,099 175,948 

10.教育費 

 

 

 

 

 

 

 2,453,140 18,084 2,471,224 

1.教育総務費 430,051 △3,350 426,701 

2.小学校費 272,240 △700 271,540 

3.中学校費 197,988 9,036 207,024 

4.高等学校費 401,602 13,780 415,382 

5.幼稚園費 204,404 △7,703 196,701 

6.社会教育費 428,633 2,731 431,364 

7.保健体育費 518,222 4,290 522,512 

補正されなかった科目に係る額 3,373,795 0 3,373,795 

歳  出  合  計 23,615,150 757,900 24,373,050 

 

第２表 債務負担行為補正 

事   項 期   間 限  度  額 
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ふるさと納税推進業務 平成３１年３月末まで ふるさと納税推進業務に係る経費 

姉妹都市交流５５周年記念事業 平成３０年６月末まで 
1人当たりの旅費 375千円に参加

する人数を乗じて得た額 

市営斎場火葬業務等 平成３１年３月末まで 
9,400千円と消費税等に相当する

額 

市営斎場受付業務 平成３１年３月末まで 

1日当たり 11千円と消費税等に相

当する額に業務に要した日数を乗

じて得た額 

高田千本桜に伴う周辺道路等警

備業務 
平成３０年４月末まで 

1時間当たり 1,700円と消費税等

に相当する額に業務に要した時間

数を乗じて得た額 

図書館指定管理料 平成３５年３月末まで 
213,565千円と消費税等に相当す

る額 

文化会館の自主事業に係る経費 平成３０年６月末まで 3,900千円 

 

第３表 地方債補正 

１ 追 加 

起債の目的 限度額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法 

庁舎建設事業 

千円 

  

  

  

  

171,500 

(借入方法) 

普通貸借又は証

券発行の方法に

よる。 

       ％ 

3.0 以内 

(ただし､利率見直  

し方式で借入れる場

合について､利率の

見直しを行った後に

おいては､当該見直

し後の利率) 

政府資金については、その

融資条件により、銀行その

他の場合にはその債権者

と協定するものによる。 

 ただし、市財政の都合に

より据置期間及び償還期

間を短縮し、又は繰上償還

もしくは低利に借換えす

ることができる。 

計 171,500    

 

２ 変 更 

起債の

目的 

補   正   前 補   正   後 

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

河 川 応

急 対 策

事業 

千円 

 

 

 

 

4,100 

 

（借入方法） 

 

普通貸借又

は証券発行

の方法によ

る。 

% 

3.0 

以内 

(ただし、 

利率見直 

し方式で 

借入れる 

場合につ 

いて、利 

率の見直 

しを行っ 

た後にお 

いては、 

当該見直 

し後の利 

率） 

 政府資金に 

ついては、そ 

の融資条件に 

より、銀行そ 

の他の場合に 

はその債権者 

と協定するも 

のによる。 

 ただし、市 

財政の都合に 

より据置期間 

及び償還期間 

を短縮し、又 

は繰上償還も 

しくは低利に 

借換えするこ 

千円 

  

  

  

  

4,600 

  

（借入方法） 

  

普通貸借又

は証券発行

の方法によ

る。 

% 

3.0 

以内 

(ただし、 

利率見直 

し方式で 

借入れる 

場合につ 

いて、利 

率の見直 

しを行っ 

た後にお 

いては、 

当該見直 

し後の利 

率） 

 政府資金に

ついては、そ 

の融資条件に 

より、銀行そ 

の他の場合に 

はその債権者 

と協定するも 

のによる。 

 ただし、市 

財政の都合に 

より据置期間 

及び償還期間 

を短縮し、又 

は繰上償還も 

しくは低利に 

借換えするこ 
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    とができる。    とができる。 

河川改

良事業 
39,600 〃 〃 〃 59,400 〃 〃 〃 

 

平成２９年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

平成２９年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，８９９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ９，７４６，６９９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

6.県支出金 

 
 505,864 1,340 507,204 

2.県補助金 423,843 1,340 425,183 

7.繰入金  627,098 5,559 632,657 

1.一般会計繰入金 627,097 5,559 632,656 

補正されなかった科目に係る額 8,606,838 0 8,606,838 

歳  入  合  計 9,739,800 6,899 9,746,699 

（歳出）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費 

 

 103,770 6,899 110,669 

1.総務管理費 85,712 4,867 90,579 

2.徴税費 17,608 2,032 19,640 

補正されなかった科目に係る額 9,636,030 0 9,636,030 

歳  出  合  計 9,739,800 6,899 9,746,699 

 

平成２９年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第２号） 

平成２９年度大和高田市の国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１３６，１００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

4.繰入金 

 
 5,891 300 6,191 

3.一般会計繰入金 0 300 300 

補正されなかった科目に係る額 129,909 0 129,909 
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歳  入  合  計 135,800 300 136,100 

 

（歳出）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費 

 

 68,202 300 68,502 

1.施設管理費 67,963 300 68,263 

補正されなかった科目に係る額 67,598 0 67,598 

歳  出  合  計 135,800 300 136,100 

 

平成２９年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

平成２９年度大和高田市の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，３４９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ６，５４４，４５３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

3.国庫支出金 

 
 1,495,359 980 1,496,339 

2.国庫補助金 444,609 980 445,589 

7.繰入金  967,637 △2,329 965,308 

1.一般会計繰入金 935,220 △2,329 932,891 

補正されなかった科目に係る額 4,082,806 0 4,082,806 

歳  入  合  計 6,545,802 △1,349 6,544,453 

 

（歳出）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費 

 

 125,598 2,571 128,169 

1.総務管理費 75,785 1,869 77,654 

3.介護認定審査会費 45,586 702 46,288 

3.地域支援事業費 

 

 355,371 △3,920 351,451 

2.包括的支援事

業・任意事業費 130,120 △3,920 126,200 

補正されなかった科目に係る額 6,064,833 0 6,064,833 

歳  出  合  計 6,545,802 △1,349 6,544,453 

 

平成２９年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号） 

平成２９年度大和高田市の後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，６３９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ７６３，１６２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
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は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

7.繰入金 

 
 244,036 △3,639 240,397 

1.一般会計繰入金 244,036 △3,639 240,397 

補正されなかった科目に係る額 522,765 0 522,765 

歳  入  合  計 766,801 △3,639 763,162 

 

（歳出）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

 1.総務費 

 

 38,482 △3,639 34,843 

1.総務管理費 37,194 △3,639 33,555 

補正されなかった科目に係る額 728,319 0 728,319 

歳  出  合  計 766,801 △3,639 763,162 

 

平成２９年度大和高田市水道事業会計補正予算（第１号） 

第１条 平成２９年度大和高田市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

第２条 平成２９年度大和高田市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の 

予定額を、次のとおり補正する。 

支       出 

   （科   目）       （既決予定額）     （補正予定額）   （ 計 ） 

  第１款 水道事業費用   1,730,494千円     △10,510千円   1,719,984千円 

  第１項 営 業 費 用    1,660,750千円     △10,510千円   1,650,240千円 

第３条 予算第４条本文括弧中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「377,754千円」を 

「378,654千円」に、「建設改良積立金 61,411千円」を「建設改良積立金 62,311千円」に改め、資本的 

支出の予定額を、次のとおり補正する。 

支       出 

    （科   目）     （既決予定額）     （補正予定額）   （ 計 ） 

  第１款 資 本 的 支 出       713,916千円          900千円     714,816千円 

第１項 建 設 改 良 費      537,817千円        900千円     538,717千円                      

第４条 予算第９条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。 

    （科   目）      （既決予定額）    （補正予定額）   （ 計 ） 

    （１）職員給与費    169,425千円      △9,610千円    159,815千円 

 

平成２９年度大和高田市下水道事業会計補正予算（第１号） 

第１条 平成２９年度大和高田市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

第２条  平成２９年度大和高田市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出 

の予定額を、次のとおり補正する。 

支       出 

   （科   目）       （既決予定額）     （補正予定額）   （ 計 ） 

  第１款 下水道事業費用   1,303,996千円     1,629千円   1,305,625千円 

  第１項 営 業 費 用     1,026,096千円     1,629千円   1,027,722千円 

第３条 予算第８条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。 
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    （科   目）      （既決予定額）    （補正予定額）   （ 計 ） 

    （１）職員給与費    60,510千円       1,629千円     62,139千円 

 

平成２９年度大和高田市一般会計補正予算（第９号） 

平成２９年度大和高田市の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２８，９５０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２４，４０２，０００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

9.地方交付税 

 
 7,155,865 28,950 7,184,815 

1.地方交付税 7,155,865 28,950 7,184,815 

補正されなかった科目に係る額 17,217,185 0 17,217,185 

歳  入  合  計 24,373,050 28,950 24,402,000 

 

（歳出）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.議会費  237,049 891 237,940 

1.議会費 237,049 891 237,940 

2.総務費 

 

 

 

 

 

 

 2,369,694 7,906 2,377,600 

1.総務管理費 1,867,699 5,678 1,873,377 

2.徴税費 286,043 1,224 287,267 

3.戸籍住民基本台帳費 126,503 614 127,117 

4.選挙費 50,730 140 50,870 

5.統計調査費 12,497 5 12,502 

6.監査委員費 26,222 245 26,467 

3.民生費 

 

 

 

 11,064,300 7,911 11,072,211 

1.社会福祉費 5,056,311 2,763 5,059,074 

2.児童福祉費 3,011,326 4,281 3,015,607 

3.生活保護費 2,996,359 867 2,997,226 

4.衛生費 

 

 

 2,872,834 3,276 2,876,110 

1.保健衛生費 1,031,846 645 1,032,491 

2.清掃費 1,840,988 2,631 1,843,619 

6.農林水産業費 

 

 128,640 195 128,835 

1.農業費 128,640 195 128,835 

7.商工費 

 

 106,541 357 106,898 

1.商工費 106,541 357 106,898 

8.土木費 

 

 

 

 

 1,748,973 1,623 1,750,596 

1.土木管理費 127,789 554 128,343 

2.道路橋りょう費 168,334 51 168,385 

4.都市計画費 1,152,801 612 1,153,413 

5.住宅費 175,948 406 176,354 

10.教育費  2,471,224 6,791 2,478,015 
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1.教育総務費 426,701 1,570 428,271 

2.小学校費 271,540 160 271,700 

4.高等学校費 415,382 2,319 417,701 

5.幼稚園費 196,701 870 197,571 

6.社会教育費 431,364 950 432,314 

7.保健体育費 522,512 922 523,434 

補正されなかった科目に係る額 3,373,795 0 3,373,795 

歳  出  合  計 24,373,050 28,950 24,402,000 

 

平成２９年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

平成２９年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３６０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ９，７４７，０５９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

7.繰入金 

 
 632,657 360 633,017 

1.一般会計繰入金 632,656 360 633,016 

補正されなかった科目に係る額 9,114,042 0 9,114,042 

歳  入  合  計 9,746,699 360 9,747,059 

（歳出）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

 1.総務費 

 

 110,669 360 111,029 

1.総務管理費 90,579 360 90,939 

補正されなかった科目に係る額 9,636,030 0 9,636,030 

歳  出  合  計 9,746,699 360 9,747,059 

 

平成２９年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第３号） 

平成２９年度大和高田市の国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１３６，０７１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.診療収入  111,850 271 112,121 
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 1.外来収入 107,150 271 107,421 

補正されなかった科目に係る額 24,250 0 24,250 

歳  入  合  計 136,100 271 136,371 

 

（歳出）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

 1.総務費 

 

 68,502 271 68,773 

1.施設管理費 68,263 271 68,534 

補正されなかった科目に係る額 67,598 0 67,598 

歳  出  合  計 136,100 271 136,371 

 

平成２９年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

平成２９年度大和高田市の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７８６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ６，５４５，２３９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

7.繰入金 

 
 965,308 786 966,094 

1.一般会計繰入金 932,891 786 933,677 

補正されなかった科目に係る額 5,579,145 0 5,579,145 

歳  入  合  計 6,544,453 786 6,545,239 

 

（歳出）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費 

 

 128,169 412 128,581 

1.総務管理費 77,654 412 78,066 

3.地域支援事業費 

 

 351,451 374 351,825 

2.包括的支援事

業・任意事業費 126,200 374 126,574 

補正されなかった科目に係る額 6,064,833 0 6,064,833 

歳  出  合  計 6,544,453 786 6,545,239 

 

平成２９年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号） 

平成２９年度大和高田市の後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ７６３，３６７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

7.繰入金 

 
 240,397 205 240,602 

1.一般会計繰入金 240,397 205 240,602 

補正されなかった科目に係る額 522,765 0 522,765 

歳  入  合  計 763,162 205 763,367 

 

（歳出）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費 

 

 34,843 205 35,048 

1.総務管理費 33,555 205 33,760 

補正されなかった科目に係る額 728,319 0 728,319 

歳  出  合  計 763,162 205 763,367 

 

平成２９年度大和高田市下水道事業会計補正予算（第２号） 

第１条 平成２９年度大和高田市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

第２条  平成２９年度大和高田市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益 

的支出の予定額を、次のとおり補正する。 

支       出 

   （科   目）       （既決予定額）     （補正予定額）   （ 計 ） 

  第１款 下水道事業費用   1,305,625千円        60千円   1,305,685千円 

  第１項 営 業 費 用     1,027,722千円        60千円   1,027,782千円 

第３条 予算第４条本文括弧中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「207,108千円」を    

「207,271千円」に、当年度利益剰余金予定処分額「26,434千円」を「26,597千円」に改め、資本

的支出の予定額を、次のとおり補正する。 

支       出 

   （科   目）       （既決予定額）     （補正予定額）   （ 計 ） 

  第１款 資本的支出       2,382,054千円        163千円   2,382,217千円 

  第１項 建設改良費      1,276,855千円        163千円   1,277,018千円 

第４条 予算第８条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。 

    （科   目）      （既決予定額）    （補正予定額）   （ 計 ） 

    （１）職員給与費      62,139千円        223千円     62,362千円 

 

平成２９年度大和高田市病院事業会計補正予算（第１号） 

第１条 平成２９年度大和高田市病院事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

第２条 平成２９年度大和高田市病院事業会計（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の 

予定額を次のとおり補正する。 

（科目）    （概決予定額）    （補正予定額）      （計） 

支  出 

第１款     病院事業費用   7,427,099千円    24,133千円    7,451,232千円 

  第 1項   医業費用     7,153,278千円    23,400千円    7,176,678千円 

  第 2項   医業外費用     245,219千円      733千円     245,952千円 

第３条 予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（科目）    （概決予定額）    （補正予定額）      （計） 



平成３０年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第３４８号 

 59 

   １.職員給与費   4,163,990千円      24,133千円    4,188,123千円 

 

告示第１４４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２９年１２月１２日

付けで専決処分した予算の要領は次のとおりです。 

  平成２９年１２月１２日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 平成２９年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 

平成２９年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳出予算の補正） 

第１条 歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出予算の金額は、

「第１表 歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳出予算補正 

（歳出）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費  111,029 199 111,228 

1.総務管理費 90,939 199 91,138 

11.予備費  500 △199 301 

1.予備費 500 △199 301 

補正されなかった科目に係る額 9,635,530 0 9,635,530 

歳  出  合  計 9,747,059 0 9,747,059 

 

告示第１４５号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

平成２９年１２月１５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．処分の根拠 

移動日から６０日を経過したにもかかわらず、引取りがないため 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例第１０条第３項及び同条例施行規則第５条 

２．処分対象自転車等の保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

平成３０年３月１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２９年９月１日から平成２９年９月３０日までの間 

 

告示第１４６号 

  平成２９年度介護保険料納入通知書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所

等が不明であるため、送達できないので、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条（地方
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税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定を準用）の規定により、次のとおり公示送達

します。 

 なお、公示送達に係る書類は介護保険課介護保険給付係で保管し、送達を受けるべき者から交付の

申出があればいつでも交付します。 

  平成２９年１２月１８日 

  大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．この納入通知書の発送年月日 

    平成２９年７月７日 （番号１～３４） 

２．この公示送達により変更する納期限 

   変更前 平成２９年７月３１日    平成２９年８月３１日   平成２９年１０月２日 

   変更後 平成３０年２月２８日    平成３０年２月２８日   平成３０年２月２８日 

  

  変更前 平成２９年１０月３１日  平成２９年１１月３０日  平成２９年１２月２５日 

  変更後 平成３０年２月２８日   平成３０年２月２８日   平成３０年２月２８日 

３．送達を受けるべき者   

  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み）                                                 

注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したとき

に、書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１４７号 

  平成２９年度介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書を郵送により送達しましたが、その送達

を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第１４３条（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定を準用）の規定により、

次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は介護保険課介護保険給付係で保管し、送達を受けるべき者から交付の

申出があればいつでも交付します。 

  平成２９年１２月１８日 

 大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．この通知書の発送年月日 

    平成２９年７月７日 

２．送達を受けるべき者                                                           

  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに、書類の送達があったものとみなされます。 
 

告示第１４８号 

 平成２９年度固定資産税・都市計画税第１期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受

けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成２９年１２月２２日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 
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平成２９年５月２９日  

２ 送達を受けるべき者 

  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１４９号 

 平成２９年度軽自動車税全期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住

所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成２９年１２月２２日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

平成２９年度軽自動車税全期   平成２９年６月２７日  

２ 送達を受けるべき者 

  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１５０号 

 平成２９年度市県民税第３期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住

所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成２９年１２月２２日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

平成２９年度市県民税第３期       平成２９年１１月３０日 

２ 送達を受けるべき者 

  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１５１号 

 平成２８年度国民健康保険税第６期及び第８期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を

受けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成２９年１２月２２日 
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                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

平成２８年度国民健康保険税第６期   平成２９年１月２６日 

平成２８年度国民健康保険税第８期   平成２９年３月２８日 

２ 送達を受けるべき者 

  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１５２号 

 平成２９年度国民健康保険税第１期、第２期、第３期及び第４期の督促状を郵送により送達しまし

たが、その送達を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成２９年１２月２２日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

平成２９年度国民健康保険税第１期 平成２９年８月２８日 

平成２９年度国民健康保険税第２期 平成２９年９月２８日 

平成２９年度国民健康保険税第３期 平成２９年１０月３０日 

平成２９年度国民健康保険税第４期 平成２９年１１月２９日 

２ 送達を受けるべき者 

  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１５３号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条の規定に基づき、次の者を職権により消除した

ので、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令２９２号）第１２条第４項の規定により告示する。                               

なお、この処分に不服のある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、

大和高田市長に対し審査請求をすることができる。 

  平成２９年１２月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１．職権消除日     平成２９年１２月２８日 

２．職権消除される者  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み） 

 

告示第１５４号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条の規定に基づき、次の者を職権により消除した

ので、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令２９２号）第１２条第４項の規定により告示する。                               

なお、この処分に不服のある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、

大和高田市長に対し審査請求をすることができる。  

 平成２９年１２月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１．職権消除日     平成２９年１２月２８日 
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２．職権消除される者  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み） 

 

告示第１５５号 

大和高田市土地開発公社に対する利子補給補助金交付要鋼を次のように定める。 

  平成２９年１２月２８日  

大和高田市長  吉 田 誠 克   

大和高田市土地開発公社に対する利子補給補助金交付要鋼 

（趣旨） 

第１条 この告示は、大和高田市土地開発公社（以下「公社」という。）の経営の健全化を通じて市の

財政の健全性の維持を図るため、公社が行う金融機関等からの借入れに係る利子相当額を利子補給

することについて、大和高田市補助金交付規則（平成１２年規則第５１号）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象及び交付額） 

第２条 この告示による補助金の対象は、市の依頼に基づき公社が先行取得した土地等に係る借入金

の利子とし、補助金の額は、市長が予算の範囲内で定める額とする。 

 （交付申請） 

第３条 公社理事長（以下「理事長」という。）は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交

付申請書（様式第１号）により、市長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第４条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金

交付決定通知書（様式第２号）により、理事長に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第５条 補助金の交付決定を受けた理事長は、補助金交付請求書（様式第３号）を市長に提出し、補

助金の交付を請求するものとする。 

（補助金の実績報告） 

第６条 補助金の実績報告は、決算書の提出により行うものとする。 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 

 

様式第１号（第３条関係） 

 

補 助 金 交 付 申 請 書 

 

第     号 

年  月  日 

大和高田市長  殿 

 

                       申請者 名 称 

                         代表者          印   

 

 

 

 大和高田市土地開発公社に対する利子補給補助金交付要鋼第３条の規定に基づき、下記のとおり申

請します。 
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記 

 

    １ 対 象 年 度              年度 

 

２ 交 付 申 請 額     金         円 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（第４条関係） 

 

補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 

 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

                       大和高田市長          印   

 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった利子補給補助金について、大和高田市土地開発公社に

対する利子補給補助金交付要鋼第４条の規定に基づき、下記のとおり交付を決定したので通知します。 

 

 

記 

 

    １ 対 象 年 度              年度 

 

    ２ 交 付 決 定 額     金         円 

 

    ３ 交 付 の 条 件 等 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号（第５条関係） 
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補 助 金 交 付 請 求 書 

 

第     号 

年  月  日 

大和高田市長  殿 

 

                       請求者 名 称 

                         代表者          印   

 

 

 

交 付 請 求 額       金         円 

 

ただし、    年  月  日付け    第   号により交付決定を受けた   年度大和

高田市土地開発公社に対する利子補給補助金として請求します。 

 

 

 

公告第９０号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

 なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供します。 

  平成２９年１２月１１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

公告第９１号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年１２月１４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 件  名 平成２９年度大和高田市公共施設（高圧）電力需給 

以下９案件 

① 大和高田市役所 

② 大和高田市立小学校（８校）、大和高田市立中学校（３校） 

③ 大和高田市立高田商業高等学校 

④ 大和高田市立総合体育館（大和高田市立武道館を含む。）、奈

良県大和高田第二健民運動場 

⑤ 大和高田市保健センター 

⑥ 大和高田市中央公民館 

⑦ 大和高田市文化会館 

⑧ 大和高田市営斎場 

⑨ 大和高田市市民交流センター 

２ 需給期間 平成３０年３月１日から平成３２年２月２９日まで 

公 告 
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３ 需給場所 大和高田市役所、大和高田市立小学校（８校）、大和高田市立中学校（３

校）、大和高田市立高田商業高等学校、大和高田市立総合体育館、奈良

県大和高田第二健民運動場、大和高田市保健センター、大和高田市中

央公民館、大和高田市文化会館、大和高田市営斎場、市民交流センタ

ー 

４ 需給内容 各仕様書のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て

満たしているものとします。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（２）電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定に

基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定によ

る更生手続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の

例によることとされる更生事件（以下「旧更生事件」といいます。）

に係る同法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号。

以下「旧法」といいます。第３０条の規定による更生手続開始の申

立てを含みます。））をしていない者又は申立てをされていない者で

あること。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定（旧更生事件

に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。）を受けた者に

ついては、更生手続開始の申立てをしなかったもの又は申立てをさ

れなかったものとみなす。 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（５）（１）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（６）調達物件を所定の場所に納品することができる者であること。

事故発生時、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制が整備されて

いること。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を参加しようとする入札案件ごとに提出

し、競争入札参加資格についての確認を受けなければなりません。ま

た、期限までに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札

参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができま

せん。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（様式１） 

② 安定供給確約書（様式２） 

③ 電力供給実績一覧表（様式３）及びこれを証する書面（契約

書等）の写し 

④ 暴力団排除に関する誓約書（様式４） 

⑤ 電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を

受けていることを証する書類の写し 

⑥ 履歴事項全部証明書（発行後３ヶ月以内のもの） 

⑦ 印鑑証明書（発行後３ヶ月以内のもの） 

複数案件に参加する場合、上記①及び②は入札案件ごとに作成

し、その他（③～⑦）については、参加する入札案件の最も若い

番号の申請書類に原本を１部添付すること。 
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（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

平成２９年１２月１５日（金）から平成２９年１２月２７日（水）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）提出場所 

大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所 別棟１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成３０年１月５日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答

票によりＦＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

平成３０年１月１０日（水）午後５時１５分まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成３０年１月１２日（金）午後５時１５分まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年１月１７日（水）まで。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含まない見積金額

を記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 
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（１）日時 

平成３０年１月１８日（木）午前１０時から 

（２）場所 

大和高田市役所 別棟２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において

一般の閲覧に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページ

で公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定等 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入

札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第９２号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

平成２９年１２月１４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 池田地内雨水貯留施設整備工事 

２ 工事場所 大和高田市 池田 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年３月３１日（土）まで（次年度繰越予定） 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＡ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）土木工事に関する１級の資格を有する監理技術者（契約締結時

点において継続して３ヶ月以上の雇用関係にあり、監理技術者講習

を５年以内に受講した者）を当該工事に専任で配置できる者である

こと。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ
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と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年１２月１５日（金）から平成２９年１２月２１日（木）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１２月２２日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年１２月１５日（金）から平成２９年１２月２６日（火）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 
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９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年１月１２日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成３０年１月１５日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年１月１８日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年１月１９日（金）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札候補者の決定 落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入

札を行った者とし、低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５（４）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時 

契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 
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（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

１７ 落札者の決定 事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保証金 大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとします。 

１９ 最低制限基準比較価格 ￥７１，２６０，０００－（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第９３号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年１２月１４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 池田地内雨水排水施設整備工事 

２ 工事場所 大和高田市 池田 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年３月３１日（土）まで（次年度繰越予定） 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の機械器具

設置工事に登録している者であること。 

（２）平成１９年４月１日以降に、元請けでマンホールポンプ設置工

事の施工実績を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者

は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 
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（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 平成１９年４月１日以降に元請け施工したマンホールポンプ

設置工事の契約書及び仕様書等（工事内容の確認できるもの）

の写し。（複数件ある場合は１件分の提出でお願いします。） 

③ 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。 

（４）受付期間 

平成２９年１２月１５日（金）から平成２９年１２月２８日（木）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成３０年１月９日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２９年１２月１５日（金）から平成２９年１２月２８日（木）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年１月１９日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成３０年１月２２日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年１月２５日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 
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（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年１月２６日（金）午前１１時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において

一般の閲覧に供するとともに、大和高田市ホームページで公表しま

す。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥１１，９５０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第９４号 

下記１の公告した入札業務について、下記２のとおり公告内容を一部訂正します。 

平成２９年１２月１９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 対象業務 

公告日  平成２９年１２月１４日 
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公告番号 公告第９１号 

業務名  平成２９年度大和高田市公共施設（高圧）電力需給 

２ 訂正内容 

６ 競争入札参加資格確認の申請の項中（２）を次のように改める。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（様式１） 

② 安定供給確約書（様式２） 

③ 電力供給実績一覧表（様式３）及びこれを証する書面（契約書等）の写し 

④ 暴力団排除に関する誓約書（様式４） 

⑤ 電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証する書類の

写し 

⑥ 履歴事項全部証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの） 

⑦ 印鑑証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの） 

上記⑥、⑦は、平成２９年度大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿又は大和高田

市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿に登録している者については、提出の必要はありませ

ん。 

複数案件に参加する場合、上記①及び②は入札案件ごとに作成し、その他（③～⑦）について

は、参加する入札案件の最も若い番号の申請書類に１部添付すること。 

 

公告第９５号 

入 札 公 告（再度公告） 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年１２月２０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 件  名 大和高田市立病院院内滅菌業務委託 

２ 履行場所 大和高田市立病院 

３ 履行期間 平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 履行内容 仕様書のとおり 

５ 入札参加資格要件 次に掲げる全ての要件を満たしていること。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。 

（３）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（４）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年告示第２２号）第２条

第２号に規定する暴力団員（以下同じ。）又は同条第１号に規定する

暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

でないこと。 

（５）国内の病床数３００床以上の病院で滅菌業務の元請け受託実績

（平成１９年４月１日～平成２９年１２月１日の間で２年以上継続

し履行した業務実績）を有する者 

  ※病院とは、国が開設する病院若しくは医療法第３１条に規定す

る公的医療機関又はこれらに準ずるものと市が認める病院（独立行
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政法人等の病院）とする。 

（６）自社社員で受託業務の責任者（以下「統括責任者」という。）を

専任で配置することができる者。ただし、統括責任者は、過去１０

年以内に医療法の規定にもとづく３００床以上の病院で滅菌業務に

３年以上の実務経験を有する者でなければならない。 

（７）次に掲げる有資格者を配置することができる者 

   ①第二種滅菌技師 ②特定化学物質等作業主任者 

   ③第一種圧力容器取扱作業主任者 

   ※（６）は（７）を兼任することができます。 

（８）当該業務を仕様書に基づき人員を配置し、確実に業務を履行で

きる者であること。 

６ 競争入札参加資格の

申請 

本件競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き

一般競争入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び資料

を提出し、競争入札参加資格についての確認を受けなければなりませ

ん。また、期限までに申請書等を提出しない者又は入札日において競

争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することが

できません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市立病院ホームページに掲載（ダウンロード可能）してい

ます。 

（２）必要書類として次に掲げるのものを申請書と同時に提出してく

ださい。 

  ア）５（４）に係る暴力団排除に関する誓約書。暴力団排除に関

する誓約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、

（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに掲載してい

ます。 

イ）５（５）については別紙（様式１）の業務実績調書と当該業

務契約書の写し 

ウ）５（６）については別紙（様式２）の業務責任者の経歴書及

びその業務責任者が自社社員である証明書（雇用保険被保険者

資格取得確認通知書又は社会保険加入証明書の写し） 

エ）５（７）については①から③までの有資格配置予定者の資格

証の写し 

オ）履歴事項全部証明書（発行後 3ヶ月以内のもの） 

カ）印鑑証明書（発行後 3ヶ月以内のもの） 

 上記オ）、カ）は、平成 29 年度大和高田市競争入札参加資格者

名簿 

又は大和高田市立病院競争入札参加資格者名簿に登録されている

者に 

ついては、提出の必要はありません。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによ

るものは受け付けません。 

（４）受付期間 

平成２９年１２月２０日（水）から平成３０年１月１６日（火）

まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から１月３

日までは除きます。 

（５）受付時間 

午前９時から午後５時まで 

（６）受付場所 

大和高田市礒野北町１番１号 

大和高田市立病院 総務課 

７ 競争入札参加資格の 競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うもの
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確認通知 とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成３０年１月１７日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格

確認通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を郵送する。 

８ 入札説明書（仕様書）

等の配布 

入札説明書（仕様書）等の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２９年１２月２０日（水）から平成３０年１月１６日（火）

まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から１月３

日までは除きます。 

（２）配布の時間 

午前９時からから午後５時まで 

（３）配布の場所 

大和高田市礒野北町１番１号 

大和高田市立病院 総務課 

（４）費用の負担 

配布に係る費用は、頂きません。 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑は、大和高田市立病院ホーム

ページに掲載の質疑応答票によりＦＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 

平成２９年１２月２０日（水）から平成３０年１月１９日（金）

まで 

（２）受付時間 

午前９時から午後５時まで 

（３）送信先 

大和高田市立病院 総務課 

ＦＡＸ ０７４５－５３－２９０８ 

（４）回答方法及び期日 

回答は、ＦＡＸによるものとし、平成３０年１月２４日（水）午

後５時までとします。また回答は原則質問者にのみとします。 

１０ 入札執行の場所及

び日時 

入札書の入開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年１月２９日（月）午後１時３０分から 

（２）場所 

大和高田市立病院放射線治療棟 大会議室 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当す

る金額を記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則（平成 11年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の

１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、大和

高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の

措置を講じることとなります。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 
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 （３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入

札時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入

札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ 最低制限価格 設定しません。 

１７ 開札結果等の公表 開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、大和高田市立病院総務

課において一般の閲覧に供するとともに、開札結果を大和高田市立病

院ホームページで公表します。 

１８ その他 （１）個人による申請は受け付けません。 

（２）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（３）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

（５）入札者が２者に満たない場合は、入札を中止します。 

 

公告第９６号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年１２月２０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 六反田池公園深井戸取水設備撤去工事 

２ 工事場所 大和高田市 日之出東本町 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年３月２３日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事又は建築一式工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 
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６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年１２月２１日（木）から平成２９年１２月２７日（水）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１２月２８日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年１２月２１日（木）から平成３０年１月５日（金）ま

で。ただし、土曜日、日曜日及び平成２９年１２月２９日から平成

３０年１月３日までを除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年１月１０日（水）午後５時まで 

（２）送信先 
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大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成３０年１月１１日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年１月１４日（日）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年１月１５日（月）午前９時１０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥２，８４０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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公告第９７号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年１２月２０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 松塚地内排水路改良工事 

２ 工事場所 大和高田市 松塚 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年３月２３日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年１２月２１日（木）から平成２９年１２月２７日（水）
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まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１２月２８日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年１２月２１日（木）から平成３０年１月５日（金）ま

で。ただし、土曜日、日曜日及び平成２９年１２月２９日から平成

３０年１月３日までを除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年１月１０日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成３０年１月１１日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年１月１４日（日）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 
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１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年１月１５日（月）午前９時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥２，７７０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第９８号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年１２月２０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 有井他地内排水路改良工事 

２ 工事場所 大和高田市 有井 他 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年３月２３日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 
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（２）大和高田市格付け等級がＤ又はＥ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年１２月２１日（木）から平成２９年１２月２７日（水）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１２月２８日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書
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を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年１２月２１日（木）から平成３０年１月５日（金）ま

で。ただし、土曜日、日曜日及び平成２９年１２月２９日から平成

３０年１月３日までを除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年１月１０日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成３０年１月１１日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年１月１４日（日）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年１月１５日（月）午前９時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 
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１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥２，４１０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第９９号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年１２月２０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 田井新町地内側溝維持工事 

２ 工事場所 大和高田市 田井新町 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年３月２３日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ又はＥ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者
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でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年１２月２１日（木）から平成２９年１２月２７日（水）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１２月２８日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年１２月２１日（木）から平成３０年１月５日（金）ま

で。ただし、土曜日、日曜日及び平成２９年１２月２９日から平成

３０年１月３日までを除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 
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（１）受付期限 

平成３０年１月１０日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成３０年１月１１日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年１月１４日（日）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年１月１５日（月）午前９時４０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥１，１７０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 
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（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１００号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年１２月２０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 片塩中学校受水槽ポンプ改修工事 

２ 工事場所 大和高田市 中三倉堂２丁目 地内（片塩中学校） 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年３月３０日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の管工事（水

道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（７）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（８）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 
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（４）受付期間 

平成２９年１２月２１日（木）から平成２９年１２月２７日（水）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１２月２８日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２９年１２月２１日（木）から平成２９年１２月２７日（水）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年１月１０日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成３０年１月１１日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年１月１４日（日）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 
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１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年１月１５日（月）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥１，９９０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１０１号 

 大和高田市ふるさと納税推進業務の受託候補者選定を公募型プロポーザル方式で行いますので公告

します。 

  平成２９年１２月２１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１  業務概要 

（１）業務名  

大和高田市ふるさと納税推進業務委託 

（２）業務概要 

株式会社トラストバンクが提供するふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」及びシス

テム管理等に関する業務、返礼品の提案発送管理に関する業務及びその他の業務 

（３）履行期間 

  平成３０年４月２日から平成３１年３月３１日 

（４）提案上限額 
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  ４，５２０，０００円（税込） 

  ※この金額は、大和高田市ふるさと納税推進業務委託公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」

という。）における見積比較においてのみ使用するものであり、市の契約時の予定価格を示すもの

ではない。 

２  参加資格 

公募型プロポーザルに参加する資格を有する者は、「大和高田市ふるさと納税推進業務委託公募型

プロポーザル実施要領」の第３ 参加資格要件を全て満たす者であること。 

３  参加表明書・企画提案書提出期限 

 平成３０年１月５日（金）午前８時３０分～１月１２日（金）午後５時１５分まで 

４  その他 

 募集要領等による。 

５  担当課 

 〒６３５－８５１１ 奈良県大和高田市大字大中１００番地１ 

 大和高田市役所 企画政策部 企画広報課 

 TEL   ０７４５－２２－１１０１ 

 

公告第１０２号 

下記１の公告した入札業務について、下記２のとおり公告内容を一部訂正します。 

平成２９年１２月２２日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１ 対象業務 

公告日  平成２９年１２月１４日 

公告番号 公告第９１号 

業務名  平成２９年度大和高田市公共施設（高圧）電力需給 

２ 訂正内容 

１ 件名の項中「⑨大和高田市市民交流センター」を削る。 

３ 需給場所の項中「、市民交流センター」を削る。 

公告第１０３号 

 大和高田市職員採用規程（平成２１年訓令第６号）第６条の規定に基づき、平成２９年度大和高田

市職員採用試験の実施を次のとおり公告する。 

  平成２９年１２月２６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１． 職種および試験区分、採用予定人員、受験資格など 
 

職種および試験区分 
採用予

定人員 
受   験   資   格 

一般事務職 

身体障がい者対象 ※１ 
２人 

昭和６３年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法によ

る高等学校を卒業又は平成３０年３月卒業見込みの人 

情報処理（大学） 
１人 

 

昭和６３年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大

学を卒業又は平成３０年３月卒業見込みの人で、経済産業省 

が認定する情報処理技術者試験における下記のうちいずれかの

試験に合格した人 

・高度試験（過去制度の高度試験を含む） 

・応用情報技術者試験（ソフトウェア開発技術者試験、 

第一種情報処理技術者試験を含む） 

・基本情報技術者（第二種情報処理技術者試験を含む）  
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建 築 技 術 職 １人 

昭和５３年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大

学、短期大学又は高等学校の建築専門課程を卒業又は平成３０年

３月卒業見込みの人 

土 木 技 術 職 ４人 

昭和５３年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法によ

る大学、短期大学若しくは高等学校の土木専門課程（農業

土木を含む）を卒業又は平成30年3月卒業見込みの人 

保 育 士 ・ 

幼稚園教諭  ※２ 
７人 

昭和５３年４月２日以降に生まれた人で、保育士資格及び

幼稚園教諭免許の両方を有する人又は平成３０年３月末日

までに両方取得見込みの人 

看  護  師 

※３ 
１人 

昭和４８年４月２日以降に生まれた人で、「保健師助産師

看護師法」による看護師免許を有する人又は平成３０年３月

末日までに実施される国家試験により当該免許を取得見込

みの人 

◎「大学」には、専修学校の専門課程を卒業又は卒業見込みの人で、高度専門士の称号を取得した人

又は平成３０年３月３１日までに取得する見込みの人（当該受験資格該当課程であることの証明

が得られるものに限る）を含みます。           

◎「短期大学」には、専修学校の専門課程を卒業又は卒業見込みの人で、専門士の称号を取得又は平

成３０年３月３１日までに取得見込みの人（当該受験資格該当課程であることの証明が得られる

ものに限る）を含みます。       

◎高等学校卒業程度認定試験合格者は、高等学校卒業と同等に取り扱います。 

※１ 「一般事務職 身体障がい者対象」の受験資格については、上記の受験資格を有するとともに、

次の全ての要件を満たす人となります。 

① 身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が１級から６級の人 

② 自力で通勤でき、介護者なしに職務の遂行が可能な人 

③ 通常の勤務時間（原則として、週３８時間４５分、１日７時間４５分）に対応できる人 

④ 活字印刷文による出題及び口述による面接試験に対応できる人 

※２ 保育士・幼稚園教諭は、採用後、市立の保育所、幼稚園及び認定こども園のいずれかに配属す

る予定です。 

※３ 看護師は、採用後、市立の保育所及び認定こども園のいずれかに配属する予定です。 

◎全ての職種において国籍は問いませんが、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

（１）成年被後見人又は被保佐人 

（２）禁錮
こ 

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることが

なくなるまでの者 

（３）大和高田市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

（４）日本国憲法若しくはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党

その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

（５）日本国籍を有しない人で、在留資格において就職などが制限されている者 

２． 試験の日時･場所・試験の種類及び合格発表 

区 分 第 １ 次 試 験 第 ２ 次 試 験 

日 時 
平成３０年１月２８日（日） 

午前９時から 
平成３０年２月中旬予定 

場 所 大和高田市役所 大和高田市役所 
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試験の対

象と種類 

・全職種 

  ①一般教養試験 

  ②職場適応性検査 

 
・建築技術職、土木技術職、保育士・幼

稚園教諭 
 ③専門試験 

 

・・全職種 

①小論文 

②個別面接 

 

・保育士・幼稚園教諭 

  ③実技試験 

合格発表 
平成３０年２月上旬予定 

（合否にかかわらず本人に通知します） 
 

※ 第１次試験の専門試験を受験される方につきましては、各自昼食のご用意をお願いし

ます。 

※ 合否については、大和高田市のホームページでも確認できます。 

※ 試験の内容に関する問い合わせについては、一切お答えできません。 

※ 試験当日、災害等により試験開始時間が変更または試験が延期される場合は、ホーム

ページにおいてお知らせします。 

※ 試験会場は、 

    大和高田市役所 

      大和高田市大中１００番地１  ℡ 0745-22-1101  です。 

３． 受験手続 

  １ 申込書の交付 

    職員採用試験申込書は、大和高田市役所人事課（市役所３階）で交付します。（市

ホームページからダウンロードできます） 

  ２ 受付期間および受付場所 

    受付期間：平成３０年１月５日（金）から平成３０年１月１２日（金）まで 

（土日及び祝日は除く） 

         午前９時 ～ 午後５時 （郵送の場合、１月１２日(金)当日消印有効） 

     受付場所：大和高田市役所３階人事課内 大和高田市職員採用試験委員会 

    ※持参の場合は、代理可 

郵送の場合は、下記の宛て先まで必ず「簡易書留」で送付して下さい。 

      送付先： 〒６３５－８５１１ 

            大和高田市大中１００番地１ 

            大和高田市役所人事課内  大和高田市職員採用試験委員会 

４． 提出書類（①から③は全職種とも必要となります。） 

① 職員採用試験申込書 

② 写真２枚（３か月以内に撮影した上半身の写真（縦４㎝×横３㎝）で、１枚は

申込書に貼付し、もう1枚は受験票用に持参又は同封） 

③ 返信用封筒（長形３号：23.5ｃｍ×12.0ｃｍ）に82円切手を貼付し、住所宛名

を書いたもの 

※第１次試験合格者には、大和高田市職員採用試験委員会が指定する期日までに、下記

の書類の提出を求めます。 

① 最終学校卒業（見込）証明書 

② 資格証明書・免許証の写し又は取得見込証明書（写し不可） 

情報処理、保育士・幼稚園教諭、看護師の受験者は必要となります。 

③ 身体障害者手帳の写し 

※一般事務職（身体障がい者対象）の受験者は必要となります。 
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５． 試験結果の開示  

       試験の結果については、開示請求ができます。電話などによる開示請求はできませ

んので、受験者本人が、受験票と本人であることを証明する書類（運転免許証等）を

持って、直接市役所３階人事課まできてください。 

区分試験 請求できる人 開示内容 開示期間及び開示場所 

第1次試験 

第2次試験 

不合格者 

 （本人に限る） 

総合得点 

総合順位 

合格通知の日から起算して2週間 

大和高田市役所人事課 

   ※ 開示時間は、土日、祝日を除く、午前９時から午後５時までです。 

６． 合格から採用まで  

（１） 最終合格者は採用候補者名簿に登載し、次の区分により採用します。 

①採用予定者  平成３０年４月１日付けで採用します。 

②採用候補者  平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に欠員な

どが生じ、補充することが必要であるときに限り採用します。 

（２） 採用候補者名簿の有効期間は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までです。 

（３） 最終合格者のうち、卒業見込みの人が平成３０年３月末日までに卒業できなかった場合並

びに免許又は資格取得見込みの人が、所定の時期までにこれを取得できなかった場合は、

その時点で採用候補者名簿（採用予定者、採用候補者）から抹消します。 

（４） 本市では、採用試験（合格者決定）を適正に行うため、民間有識者で構成される「大和高

田市職員採用試験検討・監理委員会」を設置しています。 

７． 給与について 

・  平成２９年４月１日現在の初任給月額は、大卒178,200円、短大卒158,800円、高校卒146,1

00円で、他に地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等がそれぞれの条

件に応じて支給されます。 

ただし、現在、市の財政健全化に資することを目的に、一部手当については減額措置を講じ

ています。 

・  初任給は、採用前の経歴などに応じて加算されることがあります。 

・  全ての職種の給料は、行政職給料表を適用します。 

8． その他 

・ 申込書の記載事項及び提出書類に不備がある場合は、お返しすることがありますが、

このために生じた申込みの遅延等には責任を負いません。受験手続には十分注意して

ください。 

・  受験資格がないこと及び申込書の記載事項が正しくないことが判明した場合には、

合格を取り消すことがあります。 

・ この試験に関する提出書類は、一切お返しいたしません。なお、提出書類等により

取得した個人情報については今回の職員採用試験の実施のためのみに用い、それ以外

の目的には使用しません。また、大和高田市個人情報保護条例に基づき、適正に管理

します。 

試験についての問い合せ先 

〒635-8511  大和高田市大中１００番地１ 

             大和高田市役所 企画政策部人事課内   

「大和高田市職員採用試験委員会」  

  ℡ ０７４５－２２－１１０１  内線２１４・２１３ 

市ホームページ（http://www.city.yamatotakada.nara.jp）でも、採用情報を掲載していま

す。 

 

http://www.city.yamatotakada.nara.jp/
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教育委員会告示第１８号 

大和高田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年条例第１号）第６条

第２項の規定により、指定管理者の指定について告示します。 

 平成２９年１２月８日 

                 大和高田市教育委員会教育長 早川 博    

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設 

（１） 施設の名称 

大和高田市立図書館 

（２） 施設の所在地 

大和高田市西町１番４５号 

２ 指定管理者となる団体 

（１） 団体の名称 

株式会社図書館流通センター 

     代表取締役 石井 昭 

（２） 団体の所在地 

東京都文京区大塚三丁目１番１号 

３ 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲 

（１） 管理の基準 

 法令、大和高田市及び大和高田市教育委員会の例規及び大和高田市立図書館指定管理者業

務要求水準書に定める基準 

（２） 業務の範囲 

ア 大和高田市立図書館設置条例第３条各号に規定する業務 

イ 図書館の利用及びその制限に関する業務 

ウ 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務 

エ 前３号に掲げるもののほか、図書館の管理上教育委員会が必要と認める業務 

４ 指定管理者の指定の期間 

平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間 

 

教育委員会告示第１９号 

 大和高田市教育委員会１２月定例委員会を次のとおり招集する。 

  平成２９年１２月１３日 

                 大和高田市教育委員会教育長 早川 博    

日 時  平成２９年１２月１９日（火）午後１時００分～ 

 場 所  市役所 ４階 委員会室 

 議 案  第１号 第４１回大和高田市民マラソン大会実施要項（案）について 

      第２号 後援願について 

      第３号 その他 

 

 

 

 

選挙管理委員会告示第３３号 

 平成２９年１２月１日現在の大和高田市の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の３分の１、

教育委員会 

選挙管理委員会 
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６分の１及び５０分の１の数は、次のとおりである。 

平成２９年１２月１日  

大和高田市選挙管理委員会 

                               委員長  松 村 惠 由 

      ３分の１の数  １９，０６１人 

      ６分の１の数   ９，５３１人 

     ５０分の１の数   １，１４４人 

 

選挙管理委員会告示第３４号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項及び公職選挙法施行規則第３条の４ 

の規定により、平成２８年１２月１日から平成２９年１１月３０日までの期間における選挙人名簿抄 

本閲覧の状況を、別紙のとおり公表する。 

平成２９年１２月１日 

                       大和高田市選挙管理委員会  

 委員長  松 村 惠 由 

別紙省略(市役所前掲示板に掲示済み) 

 

 

 

 

農業委員会告示第１３号 

 大和高田市農業委員会１月定例委員会を次のとおり招集する。 

平成２９年１２月２６日 

大和高田市農業委員会    

会長 今村 平治郎   

日 時  平成３０年１月１０日（水）午後３時 

場 所  市役所 ３階 東会議室 

議 案  

第１号 農地法第３条第１項について申請の件 

第２号 農地法第５条規定による申請の件 

第３号 農業法第１８条第６項について通知の件 

第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項による農用地利用集積計画について 

第５号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条による農用地利用配分計画につい

て 

第６号 その他 

 

 

 

企業管理規程第１号 

 企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２９年１２月２０日 

大和高田市上下水道事業管理者 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 

企業職員の給与に関する規程（昭和４２年企業管理規程第２号）の一部を次のように改正する。 

公営企業 

農業委員会 
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 第３条中「、及び等級」を「及び等級」に、「第４条」を「第３条、第４条」に改め、「並びに職務

の級別の分類の内容を定める規則（昭和４０年規則第３号）」を削る。 

   附 則 

 この規程は、告示の日から施行する。 

 

上下水道事業告示第１号 

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第５条の規定

により、次の者を大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者に指定したので、同規程第１０条第１

号の規定により告示する。 

平成３０年１月１日 

大和高田市上下水道事業管理者 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

業者名            代表者名   所在地 

株式会社 トールカンパニー  森田 亨   奈良県香芝市西真美 1-4-6 IKKOビル 302号 

永尨設備サービス 株式会社  南  和彦   奈良県大和高田市市場 792-16 

株式会社 安達設備           安達 伸一  奈良県奈良市敷島町１丁目 1070-26 

 

上下水道事業告示第２号 

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第５条の規定

により、次の者を大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者に指定したので、同規程第１０条第１

号の規定により告示する。 

平成３０年１月１日 

大和高田市上下水道事業管理者 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

業者名           代表者名     所在地 

株式会社 光成建設     荒木 光成    奈良県奈良市法華寺町１０６５ 

 

上下水道事業公告第４５号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

平成２９年１２月１４日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 土枝池尻地内管渠工事（９）・給配水管移設工事（Ｇ０９） 

２ 工事場所 大和高田市 池尻 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年３月３１日（土）まで（次年度繰越予定） 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＢ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）土木工事に関する主任技術者又は監理技術者（契約締結時点に
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おいて継続して３ヶ月以上の雇用関係にある者）を当該工事に専任

で配置できる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年１２月１５日（金）から平成２９年１２月２１日（木）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１２月２２日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年１２月１５日（金）から平成２９年１２月２６日（火）
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まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年１月１２日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

平成３０年１月１５日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年１月１８日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年１月１９日（金）午前９時１５分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落
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札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札候補者の決定 落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入

札を行った者とし、低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５（４）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時 

契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

１７ 落札者の決定 事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保証金 免除します。 

１９ 最低制限基準比較価格 ￥２９，６８０，０００－（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第４６号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年１２月２０日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 敷枝大谷地内管渠工事（７１）・給配水管移設工事（Ｇ７１） 

２ 工事場所 大和高田市 大谷 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年３月９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す
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る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年１２月２１日（木）から平成２９年１２月２７日（水）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１２月２８日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年１２月２１日（木）から平成３０年１月５日（金）ま

で。ただし、土曜日、日曜日及び平成２９年１２月２９日から平成

３０年１月３日までを除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 
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９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年１月１０日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

平成３０年１月１１日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年１月１４日（日）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年１月１５日（月）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥４，７６０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 
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１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 


